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○議事日程 

   日程 第 １ 一般質問について（議員提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分開議］ 

○議長（中山五男）  おはようございます。本日は、傍聴席に大勢お迎えしておりますが、

まことに御苦労さまです。また、議員の皆さん、執行部の皆様方には、定例会２日目でありま

すが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、一般質問はいよいよ本日から始まりますが、今議会の質問者は１０名と本市議会では

かつて例を見ないほど大勢の議員の皆さんから質問が提出されております。質問される皆さん

には、衆議院議員総選挙のさなかにありますが、それにとらわれることなく、どうぞ提出され

た質問に全力を注いでいただきたいと思っているところであります。 

 一方、御答弁をいただく市長を初め執行部の皆様方に申し上げますが、議員の質問と答弁が

かみ合うよう、そして簡潔な答弁を御期待を申し上げます。 

 ただいま出席している議員は１７名全員です。定足数に達しておりますので、ただいまから

会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

                                    

     ◎日程第１ 一般質問について 

 

○議長（中山五男）  日程第１ 一般質問を通告に基づき行います。なお、議会運営に関す

る申し合わせにより、質問者の持ち時間を質問と答弁を含めて９０分としておりますことから、

議長において時間を計測し、持ち時間の９０分を超えた場合は制止いたしますので、御了解願

います。質問、答弁は簡潔明瞭に行うよう、重ねてお願いをいたします。 

 通告に基づき５番久保居光一郎議員の発言を許します。 

 ５番久保居光一郎議員。 

〔５番 久保居光一郎 登壇〕 

○５番（久保居光一郎）  皆さんおはようございます。きょうは、傍聴席にたくさんの傍聴

者の方がお見えになっていただきまして大変ありがとうございます。 

 それでは、１２月定例会一般質問のトップを切って私、質問をさせていただきたいと思いま

す。ついこの間、新年の挨拶をしたばかりだなというふうに思っておりましたけれども、もう

師走になりまして、ことしも残すところあとわずかになってまいりました。年を重ねるたびに

月日のたつのは本当に早いものだなというふうに感じているところであります。 

 質問の前に所感を述べさせていただきたいと思います。一昨日、今後の日本の国政を大きく

左右すると思われる衆議院選挙が告示されたわけであります。今回の選挙の特徴は、今までの

多くの現職国会議員がこれまでの政党を離れて新しい党にくらがえしたかと思えば、一晩寝る
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と次の日にはまた別の新党ができている。今までにも政党の合従連衡というのはありましたけ

れども、今回ほど激しい動きがあったのは初めてじゃないのかなというふうに思っているわけ

であります。 

 これらの政党間の活発な連動は、多種多様な国民の意思をくみ上げるための前向きな動きと

捉えていいのか。また、選挙戦を有利に戦うための自己保身的考えと捉えるべきなのか。その

結果は神のみぞ知るというところでありますけれども、いずれにせよ、今、日本が抱える経済

問題や社会保障、消費税増税の問題、ＴＰＰ、さらには原発、外交、防衛問題等々、多くの課

題が山積している日本の国政を、その解決に向けて一歩前進させるためには、我々国民の権利

であり義務である投票という意思表示を行うことが、今こそ大切であるということは言うまで

もないわけであります。 

 しかしながら、今申し上げましたその課題よりも、さらに大きな課題があると思います。そ

れは、政党や政治家が信頼できない。どの政党や議員に期待して１票を投じても裏切られてし

まうという現象、長い間にわたり国民の間に蓄積された不満、すなわちそのような政治不信が

一番大きな課題ではないかと思います。このことは、無党派層の増加、あらゆる選挙において

投票率の低さがそれを物語っていると思います。 

 今回の選挙で選ばれた選良は、その政治不信を待ったなしで払拭する覚悟を持って、国政に

あたっていただきたいものだなと切に願っているところであります。このことは、我々市会議

員にも同じことが言えるわけでありまして、市民から議会不信あるいは行政不信を持たれない

ように、しっかりと議会の本来の機能を働かせていかなければならないなというふうに感じて

いるところであります。 

 それでは、私の質問に入らせていただきます。私は３項目について質問をいたします。初め

に、人・農地プランと農業の担い手育成について、２つ目は、観光客誘致事業の現状と今後の

対策について、最後はシルバー人材の活用に関する提案についてであります。 

 初めに、人・農地プランと農業の担い手についてであります。これは３点に分けて伺いたい

と思います。まず、第１点は、人・農地プランについてであります。人・農地プラン、これは

正式には地域農業マスタープランというんだそうでございますけれども、このプランは、昨年

末に農林水産省が打ち出した新たな政策手法であり、農業の高齢化や担い手不足、耕作放棄地

の増加など、人と農地の問題について将来の展望を見すえ、地域、集落ごとに話し合ってプラ

ンをつくり、それを実行するというものであります。 

 本市においても、農政課が各地域、集落において、このプランに対する説明会を開催してい

ると思いますが、各地区での反応を含め、その進捗状況を伺うものであります。また、今後、

このプランを市としてどのように進めていくのか。その具体的な展望がおありでしたらば、そ
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れについても伺うものであります。 

 ２点目は、本市では既に４つの集落営農、これは法人も含めてですね、が今回の人・農地プ

ランが進める内容を先取りした形で、その集落営農に取り組んでいるようでありますけれども、

それらのこれまでの活動内容と現況について伺うものであります。 

 ３点目は、農業の担い手に関する問題であります。本市における将来の農業を展望するとき、

就業者の高齢化、それから耕作放棄地の増加等々を考えると、これからの農業を背負う担い手

をどのように発掘し、育成していくかということは極めて重要な課題であると考えますが、そ

の担い手育成について、市長はどのような方策をお持ちであるか。もしおありであれば、その

市長の見解を伺うものであります。 

 次の質問は、観光客誘致事業の現状と今後の対策についてであります。この質問も４点に分

けて質問をさせていただきたいと思います。また、２回目の質問の中では私の提案も含めて質

問させていただきますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 第１点は、ＣＲＴ栃木放送との契約に基づき、委託事業者が主体となり、市の農政、商工観

光課の職員を動員し、ことしの春と秋にＪＲ大宮駅構内において、大々的に那須烏山の観光キ

ャンペーンを実施したところであります。私も春の大宮駅のキャンペーンに同行して少しお手

伝いをさせていただいたところであります。 

 そのキャンペーン会場では、山あげ祭のお囃子や市の観光パンフレットの配布とあわせて、

はずれなしのゲームを時間を分けて３回だか４回だか実施したようでございます。そのゲーム

の景品として、本市の特産品であるイチゴや現場で手打ちしたそばのパック詰め、また、地酒

のワンカップ、うどん等を用意して、駅構内に来られたお客さんに配られました。 

 しかし、何度かゲームをしている行列に並ぶ人を見て、私が驚いたのは行列に並んでいる人

がたくさんの商品をビニール袋に入れたまま、また並んでいる人たちが何人もいたことであり

ます。残念ながら、明らかに景品目当てに並んでいるんだなというようなふうに感じました。

この光景を見て、私はこの景品をもらった人たちが果たして何人本市に訪ねてくれるのだろう

といささか疑問を持ったところでございます。市のキャンペーンは大いに行うべきだとは思い

ますけれども、あまり物品を無料で配るというその成果はどのようなものがあるのか。それに

ついて市長の見解を伺うものであります。 

 ２点目は、市内の観光施設における観光客の入り込み数についてであります。主な観光施設

としては、山あげ会館、龍門ふるさと民芸館、今は震災でなくなってしまいましたけれども、

こぶしケ丘温泉、駅前の物産センター、長峰ビジターセンター等々あるかと思いますけれども、

その観光客の入り込み数が震災の影響もありますけれども、大幅に減少傾向にあると思われま

す。その実態と観光客の増加を見込む今後の対策をどのように考えているのかについて、市長
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の所感を伺うものであります。 

 ３点目は、景観に関することであります。烏山市街地とその周辺には、蔵などを初め歴史的

建造物や近代化遺産に指定されている建造物が多く点在しているわけであります。また、県道

烏山線、宇都宮のほうから神長トンネルを抜ける元田町ですかね、あの界隈はかつて道路拡張

工事に伴い、電線地中化とあわせて各家並が城下町の風情を保つための景観に配慮して建てら

れております。 

 かつて城下町として栄えた歴史を踏まえて、市街地の活性化を図るために、また、市民が自

分たちの町に愛着を持ち、すぐれた景観づくりの担い手として参画することができるように、

本市においても景観計画を策定し、それに基づく条例により、市民、事業者、行政協働による

景観づくりをして、観光客の入り込みを図ることも一案であると思いますが、これについても

市長の見解を伺うものであります。 

 ４点目は、那珂川、荒川の釣り場環境の整備についてであります。かつて那珂川、荒川のア

ユの解禁日となると、多くの釣り人が訪れ大変にぎわっておりました。近年、河川改修が始ま

ったころなのか、その他何か原因があるのかわかりませんが、那珂川、荒川に涼を求めてくる

釣り客も減少しているような感じがいたします。那珂川、荒川に涼を求めて訪れる釣り人も本

市にとっては大切な観光客であるとの視点から考えると、那珂川、荒川に良好な釣り場として

の環境を整備することも大変重要なことではないかと考えるものであります。 

 河川の釣り場環境の保全活動においては、漁業組合の役員さんが中心になって日夜努力され

ているわけでありますけれども、行政においても、漁業組合との連携をさらに密にして、誘客

のための具体的方策を考えてはと思いますが、これについても市長の見解を伺うものでありま

す。 

 最後の質問は、シルバー人材の活用に関する提案についてであります。本市の年齢別人口構

成によると、６０歳から７０歳までの人口は約５,０００人いるわけでございます。また、

６０歳から７５歳まで枠を広げますと約６,７００人であります。この６,７００人は本市の人

口の約４分の１、２４％強の人がこの年代に集中しているわけであります。 

 長寿化が進む中、これらの人材を活用し有為な事業を行えば、その人たちにとっては年金プ

ラスアルファの収入となり、経済効果にもつながるとともに、シルバー世代の健康増進を図る

ことになり、ひいては医療費削減にもつながると考えるものであります。 

 本市には誇れる自然景観があります。その一例が烏山の沿線の景観、那珂川、荒川の堤防の

景観、その他多くの自然景観が点在しているわけでありますが、これらの景観とシルバー人材

を生かした観光拠点づくりを行ってはいかがかと提案をするものであります。 

 具体的な提案の内容については２回目の質問でさせていただきたいと思います。この提案に
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対しての市長の見解も伺うものであります。 

 以上で、私の１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇〕 

○市長（大谷範雄）  ただいまは５番久保居光一郎議員から、人・農地プランと農業担い手

の育成について、観光客誘致事業の現状と今後の対策について、そして、シルバー人材の活用

に関する提案につきまして、大きく３項目にわたりまして御質問をいただきました。その順序

に従いましてお答えを申し上げます。 

 まず、人・農地プランと農業担い手の育成についてお答えをいたします。この人・農地プラ

ン進捗状況と今後の展望でございますが、農業従事者の高齢化や後継者不足によりまして、耕

作放棄地が増加の一途をたどっておりまして、５年後、１０年後の農業の展望が描けない地域

が全国的にふえている中、農林水産省では各集落、地域単位に話し合いで定めた中心経営体農

地を集約し、地域農業の再生を図るための、いわば地域農業のマスタープランとも言うべき

人・農地プランの策定を進めております。 

 プランを策定いたしますと、青年就農給付金、農地集積協力金、スーパーＬ資金の当初５年

間無利子化といった国の有利な支援が受けられるメリットがあります。本市におきましては、

市内を旧町村単位の６地区に分けまして、１５４人の認定農業者を地域農業の中心経営体と位

置づけた人・農地プランの策定を進めておりまして、８月１２日から９月１２日にかけまして

地区座談会を開催するなど、準備を進めてきたところであります。 

 これらを集約した案をもとに、今月中には本市の人・農地プラン検討会を開催をいたし、年

内に那須烏山市人・農地プランをまとめることといたしております。既に青年就農給付金など

の給付対象者も予定をされているところでございますが、さらに要件を満たす対象者を選定を

し、地域農業の担い手を支援してまいりたいと思います。また、１２月に策定をするプランは、

適宜見直しを図り、より多くの後継者の育成に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、集落営農集団の活動成果についてであります。市内には現在、農事組合法人ファーム

あらなん、集落営農組合大桶集落営農組合、藤田第二集落営農組合、興野集落営農組合、人有

田環境保全組合の５つの営農集団がございます。 

 ファームあらなんは、大里、小塙、森田、高瀬地区の１０３ヘクタールに主食用米、飼料用

稲、大豆を作付けし、大豆を中心としたブロックローテーションによる集団転作などを実施す

るほか、地域の労働力を受け皿として雇用拡大に貢献をしております。 

 大桶集落営農組合は、大桶中地区で水稲、麦、大豆を作付けし、全農安心システムに基づく

特別栽培米にも取り組んでおります。藤田第２集落営農組合は、藤田地区の５０ヘクタールで
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水稲、麦、飼料米、ＷＣＳ等を作付けいたしております。興野集落営農組合は、興野地区の

４７ヘクタールで水稲、麦、ソバ等を作付けしております。人有田環境保全組合は、大木須の

北部地区で耕作放棄地にソバを作付けする計画を立てておりまして、大木須地区全域の集落営

農組合の先駆けといたしまして期待をされております。 

 これらの集落営農組合に対しましては、塩谷南那須農業振興事務所、那須南農業協同組合、

市町で構成をされましたＪＡ那須南集落型経営体推進連絡支援会議を中心に、研修会、会計事

務指導、各種アドバイスなど、この設立と法人化、運営の支援を行っているところでございま

す。 

 次に、農業担い手の育成対策でございます。市では、塩谷南那須農業振興事務所や那須南農

業協同組合と連携をいたしまして、新規就農者の情報収集と就農相談、技術指導、販売先等収

納に必要な支援をいたしております。過去３年間の新規就農者は、平成２１年度が８人、うち

新規学卒者１人、２２年度は８人、うち新規学卒者２人、２３年度は６人、新規学卒者１人と

なっておりまして、若者より中高年者のＵターン就農者が多い状況にあります。 

 これは新規就農にあたりましては、営農技術の取得はもちろんでございますが、農地や資金

の確保が必要でございます。農家以外で就農を希望する若者の中には、地域の受け入れ、支援

対策を重視をする場合もあります。このため、低金利の貸付制度のあっせんや青年就農給付金

など有利な制度を有効活用して、支援をしてまいりたいと考えております。 

 次に、観光客誘致事業の現状と今後の対策についてお答えをいたします。まず、ＪＲ大宮駅

での観光キャンペーンでございます。このキャンペーンは、緊急雇用対策事業といたしまして

平成２３年度からＣＲＴ栃木放送に委託をしている地域ブランド発信番組「とっておき那須烏

山」の一環といたしまして開催した首都圏イベントで、平成２３年度には平成２４年３月２３ 

日に、ことしは１０月２６日に実施をいたしております。 

 御案内のように、ＪＲ大宮駅は数多くの路線が乗り入れておりまして、１日平均２４万人が

利用する首都圏屈指のターミナル駅であります。キャンペーンは多くの利用客が行き交う西口

イベントスペースにおきまして、ＪＡや観光協会を初め漁業協働組合、島崎酒造、有限会社エ

ヌ・ピー・アールなど多くの機関、団体の御協力によりまして、那須烏山市をＰＲいたしまし

て誘客に結びつけようと開いたものであります。 

 主な内容は、本市の農産物や特産品をプレゼントするガラポンやジャンケン大会、輪投げの

ほか、本市で開発をされたディンプルアート、和紙の紙すき体験、八溝そば街道振興協議会の

そば打ち体験、元田町お囃子会による演奏など、午前１０時のオープニングから午後５時にか

けて行われました。この間、定期的にＣＲＴ栃木放送が「とっておき那須烏山」の特別番組を

生中継し、私や中山議長、ＪＡ職員などが出演をしてＰＲに努めてまいりました。 
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 また、イベント前日には、文化放送の人気ラジオ番組「くにまる情報局」で、全国に大宮イ

ベントの内容を告知をいたしております。私も出演をさせていただきましたが、出演後は多数

の方から放送を聞いたという話を受け、全国放送の効果を実感したところでもございます。 

 このイベントは、ゲーム商品としてサトイモやリンゴなどの農産物を初め、田舎まんじゅう、

日本酒、和紙小物、山あげフレーム切手、そば、せんべい、和菓子、うどんなど７５０点の特

産品を配布をしたほか、ディンプルアート体験には１００人、和紙体験が１００人が参加をい

たしております。 

 また、那須烏山市は八溝そば街道の観光パンフレット約７,０００枚を配布いたし、お囃子

やそば打ちの実演には多くの人の輪ができましたから、少なくとも１万人を超える方々に那須

烏山市をアピールできたのではないかと考えております。 

 次に、観光客の入込数と今後の対策でございます。本市の観光客入込数は、平成２１年度の

６７万人、平成２２年度の６４万人から、平成２３年度には４５万人と大きく減少したところ

であります。これはいろいろと原因があると思います。長引く不況や景気の低迷によってレジ

ャーの需要が減少傾向にあるばかりでなく、東日本大震災で観光施設にも被害が及び、本市の

中心的観光施設の１つでありましたこぶしケ丘温泉を初めとする自然休養村、観光物産センタ

ーなど、複数の観光施設等が相次いで廃止したことが大きく影響いたしております。 

 さらに、福島第一原発の事故に伴う本市観光の目玉であります那珂川水系への釣り客、観光

やな利用者等が風評被害で大きく減少し、追い打ちをかける結果となったものと考えておりま

す。 

 このような中、本市の三大イベントであります山あげ祭、いかんべ祭、タウンイルミネーシ

ョンは、短期的ではありますが、多くの入込数がございまして、また、大木須のそば祭りを初

め各地域が独自の主催をする事業、また、ＪＲとタイアップした駅からハイキングなども盛況

であります。 

 また、最近では、近代化遺産一斉公開、八溝そば街道そばまつりなど、新たな事業を展開を

しているほか、豊島区、和光市など友好都市との間で都市と農村の交流事業も活発でありまし

て、イベントへの参加者は少なくないものと考えております。しかし、必ずしもイベントへの

誘客が観光客となっておらないのも事実でございまして、その辺のところは大変苦慮いたして

いるところであります。 

 現在、観光対策の指針となります観光振興ビジョンについて、新たな観光戦略の開発や数値

目標を含めて見直しを進めております。その中では、従来の行政による視点だけでなく、旅行

者ニーズを踏まえた旅行業のプロの視点も加え、年度末の完成を目指して策定作業を進めてい

るところであります。今後は新たなビジョンに基づく観光振興対策を進めてまいりたいと考え
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ております。 

 また、観光パンフレット「るるぶ那須烏山」の製作にも取り組んでおりまして、新たな観光

資源の発掘につながることを期待しているところでもあります。さらに、年度内に市のイメー

ジキャラクターも誕生する予定でありますことから、これらを有効に使って那須烏山市のＰＲ

を推進し、誘客促進を図ってまいりたいと考えております。 

 また、先ごろＪＲ烏山線の蓄電池車両のシステム導入が正式発表されまして、本市の交通及

び観光関係者の間で明るい話題となっております。世界的にも先進の車両は、鉄道ファンを初

め多くの誘客材料でありまして、絶好の機会と捉えております。このため、ＪＲや観光協会、

旅行業者など関係機関と連携をさらに強化し、低迷する観光客の拡大に努めてまいりたいと考

えております。 

 次に、景観条例につきまして御質問がございました。景観条例は、平成１６年に施行されま

した景観法によりまして、地域の特性と地域住民の意向を踏まえまして、市町村において制定

できるようになりまして、条例の制定により、建築物の新築、増築、外壁の改修及び門、塀、

広告塔などを設置する場合の外観及び色彩を規制をし、歴史的景観など街並みにあった色彩、

形に統一したまちづくりに誘導が可能となります。 

 景観条例の制定によりまして、統一感のある街並みを形成できる半面、建築物や工作物の形

態、色彩その他の意匠、さらには土地の区画形質の変更等に制限と規制がかかるなど、地域住

民や関係事業者等に負担がかかることもございます。また、景観保全のため、清掃活動への御

協力を仰ぐこともございます。 

 このように景観条例の制定は、地域の風景、歴史、文化に関心を持ち、市だけでなくて市民、

事業者など多くの方々が一体となって、魅力のある地域づくりをするためのものでありますこ

とから、何よりも地域の皆様の御協力と御理解に基づく合意形成が欠かせないものと考えてお

ります。 

 景観条例ではございませんが、本市の景観づくりの一例といたしましては、議員御指摘の平

成４年度から平成１４年度にかけまして、烏山市街地の主要地方道宇都宮那須烏山線の通称田

町通り地区で、街なみ環境整備事業を実施し、城下町にふさわしい街並み整備に効果を上げた

経緯がございます。 

 この街なみ環境整備事業は、指定した区域内において家の建替、改修、塀、看板を新設する

場合、一定の基準、例えば屋根に日本がわらを使用し、外壁は白系に統一し、看板はネオン等

を避けた方法で施工した場合、５５万円まで補助する制度でございました。 

 この際、田町地区では道路拡幅に伴い、まちづくり推進委員会を結成をいたしております。

その結果、３３件が補助を利用し、電線地中化とあわせて歴史的な開放感のある街並みを形成
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したことで、山あげ祭等観光客へのイメージアップに大きな効果を発揮しているところでござ

います。 

 御指摘のように、烏山市街地は城下町としてのたたずまいがございまして、ＪＲ烏山駅、旧

烏山病院等の近代化遺産もございます。これらを有効活用し、魅力のあるまちづくりを進める

ことは非常に重要でありますので、地域住民の皆さん方の意見を伺いながら、今後、調査、研

究を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、釣り場環境の整備についてでございます。那珂川南部漁業協同組合によりますと、先

の大震災以降、釣り客は大きく減少いたしまして、平成２２年度には１,１６５枚売り上げた

日釣り券の数は、平成２３年度に４１６枚、平成２４年度は２４６枚と大きく落ち込んでおり

ます。県の放射性物質検査で安全性は確認をされておりますが、風評被害の影響は大きく、名

物の観光やなともども甚大な被害を受けております。 

 那珂川、荒川は、本市を代表する観光資源であります。釣り客の減少は、漁協のほか観光関

連産業や養魚業、食堂などにも影響を及ぼし、極めて重大な問題と認識をいたしております。

このため、９月議会定例会で、板橋議員の御質問にもお答えをいたしましたが、５月の市長会

では県を挙げて栃木の水産物に関するキャンペーンを大々的に実施されるよう、知事に提案を

したところでございます。 

 特に、東京の新名物でありますスカイツリーに併設される東京ソラマチにオープンをしたと

ちまるショップ等の施設を有効に活用し、首都圏にＰＲをしますとともに、ＪＲ駅や百貨店、

そして県庁広場における水産物フェア、キャンペーン等の積極的な展開を要望してまいりまし

た。この要望を受けまして、県の塩谷南那須農業振興事務所では、８月１１日に開催をいたし

ました那珂川南部漁業協同組合主催のあゆのつかみどりを後援をし、予定の倍以上の参加者を

集めるほどの盛況ぶりとなりました。 

 また、県の進めるとちぎ食の回廊づくりの中に、大田原市と那須町の那珂川あゆ街道があり

ます。これを本市と那珂川町、茂木町など那珂川沿線の市町が加わりまして、協力をしてイン

パクトのある事業を展開する準備が、平成２５年度の実施を目指しまして今進めているところ

であります。 

 さて、御提案の釣り場環境の整備に係る方策でありますが、これには関係漁協はもちろん漁

協関係者、河川を管理する常陸河川国道管理事務所との連携が欠かせません。また、水質保全

や河川の浚渫など環境整備について県に要望していきますとともに、民間活用を含めた釣り人

が訪れやすい環境づくりにつきまして研究をしてまいりたいと考えております。 

 次に、シルバー人材の活用についてお答えをいたします。議員御指摘のとおり、いわゆる団

塊の世代が次々と６０歳を迎えておりまして、この中に退職後もまだまだ仕事のできる方、意
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欲のある方が数多くいるものと考えております。これらの人々を活用することで、年金プラス

アルファの収入と健康促進、さらには医療費削減という議員の御提言は私も常々考えていると

ころでございます。 

 本市にはシルバー人材の唯一の雇用の場としてシルバー人材センターがございます。本市の

シルバー人材センターには、現在１８０名が登録をいたしておりまして、現役時代に身につけ

たさまざまな技術を生かして活躍をされております。市といたしましては、昨年度３４０件、

３,５００万円の事業を委託をいたしておりまして、市の業務委託先として重要な役割を担っ

ていただいております。 

 さて、シルバー人材を生かした観光拠点づくりという御提案でございますが、本市には豊か

な自然環境と多様な農林漁業という資産がございます。これを観光に生かすためにシルバー世

代においてお手伝いをいただくことはいいアイデアであると思います。 

 現在、本市では農業公社への指定管理による市民ふれあい農園事業、あるいは山林整備、歩

道整備、里山整備など、元気な森づくり県民税事業による自然環境の維持活動を行っておりま

す。また、地域や農業団体の協力で、全市花公園づくり事業も推進をいたしております。 

 また、市税や農林漁業を生かした事業といたしまして、本市のような農産漁村で自然や文化、

人々との交流を楽しむ余暇活動、いわゆるグリーンツーリズムもございます。欧州発祥のこの

事業は、２０年ほど前から農林水産省の提唱で推進されておりましたが、参加者と受入者の認

識の違いや経済的効果、社会情勢の変化などを受けまして、全国的に成功した例はあまり多く

ないようでありますが、本市におきましてもグリーンツーリズム推進協議会が設立されており

ますが、その中で稲刈りやミカン狩り体験、タケノコ掘り、田舎料理講習会など、さまざまな

事業を行いまして、都市住民を迎え入れてまいりましたが、参加者の減少、受け入れ側の負担

増などもございまして、現在事業は継続はされておりません。 

 しかし、耕作放棄地や遊休農地が増加する中で、５年後、１０年後を見すえた農地や山林の

維持管理を考えますと、これらを何とか有効活用して観光に結びつけることは必要であると考

えております。遊休農地や山林の所有者との関連や財政的な問題、その効果など解決すべき問

題、課題はたくさんあると思いますが、市の貴重な資源である自然環境と農林漁業、シルバー

世代の労働力を有効に活用できる事業について、今後、積極的に調査研究をしてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜るようにお願いを申し上げます。 

 以上、答弁を終わります。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  ただいま市長から答弁をいただきましたので、２回目の質問をさ

せていただきたいと思います。 
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 まず初めに、人・農地プランについてでありますけれども、第１点、人・農地の進捗状況に

ついて質問をさせていただきました。今までに１００カ所以上でしたか、の地区に分けて説明

会をしたようでございます。これは担当の農政課の方、堀江課長を初め大変御苦労さまでござ

います。 

 農業は、私も実際に農家をやっているわけではないんですけれども、端から見ていて感じる

ことは、やはり国の農業政策がいろいろと変わりまして、いわゆる猫の目行政というんですか

ね、くるくる変わって、農家の方も今まではその国策に翻弄されてきた部分があるのかなとい

うふうに思っております。また一方、日本の農業の規模は小さいですから、そういう部分では

国の保護も受けながらやってきた流れがあるのかなというふうに私なりに考えております。 

 しかし、今回のこの人・農地プランは、これはまさに今、農業従事者の平均年齢が恐らく、

もし正確な統計があれば教えていただきたいんですが、６５歳か、もしくはそれ以上に達して

いるのではないのかなというふうに思っております。 

 それから、耕作放棄地もどんどんふえているわけですね。私も手元に資料がありますけれど

も、これはかなり前でございますけれども、平成７年の耕作放棄地の状況は、市内全体で面積

にして２５２ヘクタール、それが２２年度の数字でございますけれども、３７２ヘクタールに

ふえている。実に１２０ヘクタール、この１４、５年の間にふえているわけですね。やはりこ

ういう現状を考えると、今回、国で打ち出してきた人・農地プランという耕作放棄地をどうす

るのか。あと１０年、１５年後どうするのかということを、高齢化とあわせて耕作放棄地の増

加とあわせて考えると、まさにこれは今度国のただ政策だから、何とか形だけやらなくちゃな

らないというようなものではなくて、本当に農家の方も自分の持っている農地をどうするんだ。

これからの農業をどうするんだという問題に真剣に対峙する時期に来ているのではないのかな

というふうに思っております。 

 そういう意味で、これは大変御苦労でございますけれども、堀江農政課長を初め農政課の担

当の方には各地域に入って、今までよりも、ただその政策の方針を伝えて伝えれば終わりだと。

今までもそういうことはないんでしょうけれども、それだけじゃなくて、もっともっと地域住

民の中に入っていって、具体的な政策を一緒になって考えて、全部の地域というのは最初から

無理でありますけれども、１つでも２つの地域でもいいですから、やはり効果が上がるように、

この人・農地プランの目的に沿った形態ができるように頑張ってほしいと思います。 

 そこでお聞きしたいのは、今まで各地区で説明会をされた。その中の反応といいますか、全

体の反応でも結構でございますので、そういうところ、農政課長おわかりでしたらばそれを教

えていただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 
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○農政課長（堀江豊水）  お答え申し上げます。初めの就農者の平均年齢等につきましては、

６５歳は超えているとは思いますが、統計上の資料がただいま手元にございません。後で調査

しまして御報告をいたします。（「いいよ、大体そのくらい超えているよね」の声あり） 

 あと耕作放棄地につきましては、先月まで各農業委員さん、それから農業委員さんの協力委

員さんの方々に全地区を調査をしていただきました。これによりますと、今後、地図上であら

わす予定でございますが、今までよりも詳細に行ったという経緯がありますので、議員御指摘

の３７０ヘクタールは超えてしまうのではないかなというふうな予想をしてございます。 

 あと地域に入っての人・農地プランの説明会でございますが、旧町村単位で行ってきました。

それは先ほど市長からの答弁でもあったとおりでございまして、その後につきましては、現在、

谷浅見地区で、１回目の説明会につきましては認定農業者とか自治会長さんとか農業士さん、

そういう地域の役員さん的な方々にお集まりいただいて説明会を開いたものですから、谷浅見

地区につきましては、農村部の全戸の方々にもそういう趣旨をわかっていただきたいというよ

うな申し出がありましたので、関東農政局大田原地域センター、農協、農業振興事務所、市で

参りまして説明会をしてございます。 

 さらに今、下江川地区でも、ぼちぼちこの農閑期にやってみたいという声が上がってござい

ます。それらを踏まえまして、今後も市としても市長の答弁にありましたが１２月いっぱいに

プランを成立させまして、来る１９日に検討委員会をもちまして各農業団体の皆さんに審議を

していただき、市のプランを作成して県に報告する、国に報告するという形になってございま

す。 

 したがいまして、これからも人・農地プランに関しましては、各集落単位でもし要望がござ

いましたら積極的に入っていきまして、御理解を賜りたいというふうに考えてございます。 

 さらに、人・農地プランにつきましては、議員各位御存じのように、１回つくったらそのま

ま５年、１０年やるというわけではございませんので、その都度担い手の方がふえたりした場

合には見直しをしていくというような方向性で、住民の方々に御理解をいただけるように進め

てまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  今、課長の答弁では、大体この説明会というのは旧町、地区単位

ですね。私も荒川地区のこの人・農地プランの説明会に出させていただいた経緯があるんです

が、あのときにも申し上げましたとおり、南那須地区とか荒川地区とか江川地区とか、そうい

う大まかな単位で、あのときは我々その地域の議員ということで呼ばれたわけでありますけれ

ども、その際、自治会長とか農業委員の方とかおられたと思うんですけれども、とにかく今回
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のプランは、それぞれの個人の農家の土地に関する問題ですよね。ですから、集落ごとに入っ

てきめ細かい説明を行ったらどうかというような意見を言った記憶があるんですけれども、ぜ

ひ今の答弁だと申し出のあるところ、谷浅見地区とか下江川地区なんかでも何件か集落ごとに

説明を聞きたいというような申し出もあるということでございますけれども、これは待ってい

るだけではなくて、大変でしょうけども、各集落に逆に農政課のほうから呼びかけて、また、

その地区の農業委員さんとか役員の方にも呼びかけて積極的にこのプランが徹底するように、

その意図が浸透するような働きかけをぜひやっていただきたいというふうに要望したいと思い

ます。 

 堀江課長は私、いつも思うんですが、農業関係のそば祭りとか公民館の収穫祭とか、いろい

ろなところで私も行く先々で堀江課長の顔を見ます。堀江課長は本当に現場主義でいろいろな

ところに顔を出して顔も広いわけでありますから、そういう意味では集落の方々も堀江課長と

心を通じている部分があるかと思いますので、ぜひ行政側のただ計画を伝えればいいというだ

けの視点じゃなくて、もっともっとその集落の人と胸襟を開いてこの事業を推進していただく

ように要望しておきたいと思います。これでまず１つ目の質問は終わらせたいと思います。 

 続きまして、営農集団の活動内容と成果についてお答えをいただきました。市長の答弁です

と、今、市では５つの集落営農、また法人団体が活動をしているということであります。私も

この質問にあたりまして、大桶の集落営農組合、代表は木村さんでございますけれども、のお

宅に行って伺ってまいりました。大桶集落営農組合は農地生産品目は水稲が３０ヘクタール、

麦が１６ヘクタール、大豆が８ヘクタールの耕作をしているわけでございます。 

 また、田んぼのあぜには、ペニーロイヤルミントという草をまいて、虫よけ、虫があまり集

まらないような対策を講じているとも聞いてまいりました。それから、特別米、地域のまごこ

ろ米というんですかね、これを直売所で販売をしたり、ＪＡに出荷をしているということでご

ざいます。 

 耕作方法は、農薬を県の基準の２分の１に抑えてつくっているんだということでございまし

た。直売所でこれは生産者価格で販売しているのかなというふうに思いますけれども、ＪＡに

出荷する際にも１袋当たり３００円と言ったかな、３００円ほど高く買い取っていただいてい

るようでございます。 

 ５つの集落、営農組合、それから法人などがあるわけですけれども、また、今、その集落営

農に向けて準備をしている地区があるようでございます。これは神長、曲畑、下川井、上、大

木須あたりは今、この集落営農に向けて準備をしているのかなというふうに思っております。 

 ただ、今やっている方々がこの集落営農をやる前と今やっている状態と、農業収入というの

はどうなんでしょうか。ふえてきているんでしょうか。それとも同じなんでしょうか。その辺
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のもし、金額がわかれば教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  まず初めに身に余るお言葉をいただきまして大変ありがとうござ

います。今後も言動、ふるまいに気をつけながら行動してまいります。 

 ただいま御質問の生産額等につきましては、個人個人の資料はただいま個人情報の件もあり

ますのでわかりませんが、今、集落営農をやっているところも経費一元化というようなことを

やっておりまして、組合員さんが初めに一定の金額を出し合いまして、全て農薬、肥料、まと

めてＪＡから買う。ＪＡはまとめて買ってくれるので普段よりも割引をして販売してくれる。

そういうお互いのメリットを考えながらやっておりまして、収穫も出荷も集落全体で行ってい

ますので、集落全体の数字につきましては、後でまた資料等を御提出したいと思います。 

 したがいまして、今ここで幾らほど、集落営農をやったのでお一人ずつが幾らぐらいずつの

アップになっているかというのは。（「それは求めない。ただ、全体的に収入は上がっている

ようだとかね。そんな感じ」の声あり）それは確実に、請負等も集落内でやっておりまして、

機械もなるべく個人のやつを１０台も２０台も使わないで大きなものでやるというようなこと

を考えますと、燃料費、それから人件費、そういうものを考えますと、集落全体とすればかな

りのメリットがあるかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  メリットがあって収入があるということでございます。今、取り

組んでおられる５集団、それから、これから営農組合を立ち上げようとする地区は、話はちょ

っとそれますけれども、農業の６次産業化ということが言われておりますよね。そちらに向け

て、今やっている集落営農組合、それから法人の方にも、今度はそっちのほうの６次産業化に

向けての指導なんかもやっていただければなというふうに私は考えております。 

 これは会場にいらっしゃる方、１１月の１５日の放送だったかと思うんですが、「カンブリ

ア宮殿」という番組がありますよね。あれでごらんになった方、課長の中にもいるかと思うん

ですが、石川県の羽咋市の農政課の課長補佐の方が、石川県のこの羽咋市というのは棚田が多

いんだそうですね。限界集落、タイトルは限界集落脱却に向けてとか何とかというようなタイ

トルだったかと思うんですが、その神子原地区といったかな、神子原地区は６５歳以上の方が

５０％いて、本当に限界集落だと。棚田の米も今までＪＡに出していましたから、本当に安く

て、平均農収が８５万円だった地域でありますけれども、それが今飛躍的な成長をしている。

その課長補佐の働きによって飛躍的な成長をしている。 

 どういうことをしたかというと、棚田の米で米はおいしいんだということで、これは有名な
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人に食べてもらうのが宣伝効果になるというようなことで、ローマ法王とかアメリカの大統領

とか天皇陛下とかへの献上米として、いろいろな方策を尽くしたようであります。 

 あきらめかけていたときに、そのローマ法王の関係大使館から電話が入って、ローマ法王が

食べられるということで、急いで持っていって食べてもらったんだと。そうしたら大変おいし

い米だということで、ローマ法王が食した神子原米というキャッチコピーで、いろいろなとこ

ろにその神子原米としてのブランド品を売り込んでいったという成功事例の番組であったんで

すけれども。 

 やはりそういうのを見ると、６次産業化をしていく。本市にはそういうところがありますか

ね。ちょっとそれを教えてください。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  現在は集落営農関係とかそういう団体で６次産業化を加工場とか

そういうものをつくってやっているという事例はございません。農商工連携も含めまして今後

は検討してまいる必要があると。御指摘のように進めていくべきだなというふうには感じてお

ります。 

 以上です。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  ぜひこれはこういう集落営農で、また個人でもいいんですね。こ

の６次産業化はね。一昨日、また、これ違う「ガイアの夜明け」という番組では、北海道の海

野さんという酪農家が、自分の家族だけで絞った牛乳で、もちろん牛乳をつくったり、チーズ

をつくったり、それからスイーツをつくったり、レストランを経営したりして、今度海外から

オファーがあって、海外にもそういうチェーン店を出しているというような番組をやっていま

した。個人でもいいわけです。もちろん法人でもいいわけですね。 

 ですから、今、堀江課長が言われたように、農商工連携と言いますけども、農商工連携とか

そういう形じゃなくて、本当にやる気があれば個人でも、もちろん集落営農でもできると思う

んです。そっちのほうのコーディネーターと言いますかね、これをやはり農政課の堀江課長と

か、あとは職員の皆さん、それからＪＡの職員の中にもそういう有能な人がいるかと思います

ので、そういう人たちがどんどん働きかけていってほしいなというふうに思います。 

 ただ、形だけのそういう会議とか、そういうあれにこだわらず、この集落はいいな。この個

人はやる気があるなというようなところに積極的に働きかけいっていただきたいなというふう

に思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  ありがとうございます。現在の女性農業士の方々、それから農協
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の女性部の方々によります、いろいろな特産品を利用した食物提供を試作的にやっていただい

ている事例もございます。そういうことでございますので、人材には欠くことがないと思いま

すので、今後とも進めてまいりたいというふうに感じております。よろしくお願いします。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  人材には事欠かないということでございますので、これはほかで

もいろいろそういう取り組みはやっていると思うんですよ。だけど、本当に本気度がどれだけ

あるかというところで決まってくるんですよね、こういう事業はね。 

 ですから、本気になる人、ある意味ばかになれる人をぜひ発掘していただいて、力添えをい

ただけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 ３番目は、担い手育成について伺いたいと思います。これも大桶集落営農の代表の木村さん

に私が聞いたんですが、今やっている集落営農、これ今後１０年、２０年先どうするんですか

という質問を私はさせていただきました。そうしたら、今、組合員が３０人弱なんだけれども、

残念ながら若手の後継者は今のところいないんだということでございました。しかし、久保居

議員、今、俺たちに若手をどうしろということを言われても、ちょっと難しい部分があるけれ

ども、今の農地を今のやり方で、もう少し今のまま残して後世につないでいくということはし

たいなというふうに考えているんだということでありました。 

 それはどういうことかといいますと、組合員の中の家族の方の中にまだ会社に勤めている方

がおられる。そういう方が退職したらば、６０歳から７０歳あるいは７５歳ぐらいまではこの

集落組合に入ってもらって、そして何とかつないでいこうかなと思っているんだ。それとあわ

せて、また後継者という問題もあるよねというようなお話をされておりました。 

 市長からも毎年新規就農者が何人かずつ今おられるようでありますけれども、なかなか農家

をやるときには、農地を何ヘクタール持たなくちゃならないとか、資金的にも大変な部分があ

って、それは人・農地プランの中にもそういう育成資金の補助とか、そういう制度も盛り込ま

れているんだと思いますけれども、外部の人でも、また、大学を卒業した農大なんかを卒業し

た学生の中にも、田舎で農業をやりたいという人がいると思うんですね。ですから、そういう

人と集落の農業の方々とを結びつけるようなことも、これはお願いばかりで恐縮なんですが、

そっちのほうにもまたさらに力を入れていただければなというふうに思いますけれども、いか

がなものでしょうか。 

 市内には帰農士塾という無農薬栽培の農家をやっているところがございますよね。あそこに

農大とか大学を卒業した農業をやりたいという意欲のある若者、それから、そのほかその塾長

を慕って来ている若者が研修をしているわけですけれども、ああいうところには、そういう担

い手というのはいないものなんでしょうかね。いろいろな担い手の発掘の方法はあると思うん
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ですが、その辺のことはどう考えているのか。ただ、相手から言ってくるのを待っているんじ

ゃなくて、いろいろそういう担い手を地域の中はもちろんでありますけれども、外部からもそ

ういう担い手を加入していただくような方法はないんでしょうか。ちょっとお聞きします。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  現在までの新規就農者につきましては市長が答弁したとおりでご

ざいますが、今、御指摘のように新規に農業をやるということになりますと、農業委員会のほ

うで決めております最低５反歩がないとだめだということです。 

 したがいまして、新規にやると５反歩以上購入して自分のものにしなければならないという

縛りもございますが、農業委員会のほうでも、それらを地域によっては中山間地域に特筆すれ

ば、５反歩を一遍に得るというのはなかなか難しいんじゃないかと。地域に応じた対応をすべ

きではないかという今運びも出ております。 

 さらに、今現在、人・農地プランの関係もございまして、前期新規就農者が２名ございます。

後期につきまして、さらに２名の方が今現在申請されております。したがいまして、まるっき

り新規に那須烏山市へ来て就農するという方は２５年度に４名ふえる予定でございます。今ま

での新規就農者につきましては、親元へ戻ってくるというのがほとんどでございましたが、こ

れらにつきましても、関東農政局とも要望はしておりますが、市長も要望していただいており

ますが、これらの条件の緩和ですね、それらについてもう少し働きかけをしながら、他市町か

らの就農者を誘致できればなというふうに考えてございます。 

 さらに、帰農士塾のことにつきましては、帰農士というのが帰って農業士になるという字を

書きますので、ほとんどが県外から来ても、あそこで勉強して帰ってしまう。ですが、今、議

員御指摘のように、そういう方を引きとめられないかということでございますので、その辺は

帰農士塾にお勤めの若い方々と話し合いをする場等も持ってもいいのかなというふうに今感じ

ましたので、その辺考慮してまいりたいというふうに感じています。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  今、課長から新規就農者が来年度は４名入るという明るいニュー

スも聞きましたので、以上で第１項目の質問を終わりたいと思います。 

 次に、２項目目の質問であります。観光客誘致事業の現状と今後の対策についてであります。

まず、１点目、ＪＲ大宮駅キャンペーンについてであります。これは２回目の質問に入る前に、

全員協議会で我々に報告があったように、２０１４年春から蓄電池駆動システムを採用した新

型車両の先行車２両１編成が烏山線に導入されることになりました。これは市長がきのうの挨

拶の中で申し述べられていたように、鉄道ファンや観光客の増加が期待できる絶好のチャンス

であるのかなというふうに私も考えております。 
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 また、このことはＪＲ大宮駅キャンペーンとか、そのほかいろいろ烏山利用促進協議会の働

きかけとか、市長を初め多くの皆さんの働きかけが功を奏した結果なのかなというふうにも考

えているところであります。 

 キャンペーンは大いにやるべきだと思っています。ただ、私、先ほど申しましたように、イ

チゴのパック、そばのパック、それをゲームをやるたびに並んでその袋の中にはもう既に入っ

ているんですね。それを１つの袋を２つの袋、中には家族連れと思えるような人なんかも並ん

でいるわけですよ。そういう人にまでぼんぼん配ってやって、それで一番最後には今度市長が

いてありがとうございましたと言って、そのパンフレットをお配りしているわけですけれども

ね。 

 それを見て私は、あんまりものをね、大宮駅は売れませんから、売る場合には６０万円ぐら

いかかるんだそうですね。ですから、１日行って６０万円の収益を上げるというのは到底無理

ですから、当然何かチラシをまくとか、プレゼントをするということになるんだとは思うんで

すが、もう少しサンプル程度にして、これは決して批判をしているんじゃなくて、サンプル程

度、イチゴだったら１粒、楊枝に刺してあげるとか、そのような感じにして、あとは観光パン

フレットをまく。 

 それから１つ提案なんですが、何かチケットみたいなような、これはクーポン券というのか

チケットといいますか、そういうのを配って、パンフレットはさっき７,０００枚から１万枚

まくと市長の答弁の中にありましたけれども、チケットも簡単なチケットをまいて、それでう

ちのほうに来ていただいたらば山あげ会館の入場料は半額にしますよとか、酒のメーカーさん

に行けば、ワンカップ１本サービスしますよとか、そんな形ですると、そのチケットを持って

きた方が何人いるかということも確認できるわけですね。 

 そんなこともあわせてやっていったらどうなのかなと。さらにキャンペーンの成果が検証で

きるんじゃないのかなというふうにも感じますので、その辺のこともちょっと御検討いただけ

たらなというふうに思うところであります。この１点目については、私のほうからそういう意

見を申し上げさせていただいて終わりたいと思います。 

 次に、２項目目でございますけれども、観光施設の入込数の減少に関してという私の質問で

ございました。市長の答弁の中には、観光客が六、七年前の６７万人から平成２３年度は２４ 

万人に落ち込んでいる。これはまことに憂慮すべき問題だと。震災の影響なんかもあるけれど

も憂慮すべき問題だというような旨の答弁をいただいたかと思います。 

 市長が答えられたのは観光客総数の数字かと思うんですが、私が質問させていただきたいの

は、主な観光施設についての観光客の入込減であります。本市には観光施設として山あげ会館、

龍門ふるさと民芸館、それから震災でなくなってしまいましたけれども、観光物産センター、
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やまびこの湯、自然休養村、こぶしの湯、国見緑地公園、長峰ビジターセンター、守山キャン

プ場、これが行財政報告書に書いてある商工観光課の観光施設の入込状況であります。 

 これの平成１８年度あたりから平成２３年度あたりまで、どのような入込数の状況になって

いるか。商工観光課の課長、大体おわかりかと思うんですけれども、雑ぱくで結構です。どの

くらいの割合が減っているとか、ふえているかというようなことがおわかりでしたら、全体の

数字で結構です。 

○議長（中山五男）  髙橋商工観光課長。 

○商工観光課長（髙橋 博）  ただいまの質問にお答えしたいと思いますが、山あげ会館の

入館者数につきましては、平成１８年から、きのう、資料等を配布したとおりでございますが、

ほかの施設につきましては、１８年からの全ての施設の手持ち資料、現在ございませんので、

これらにつきましてはまた後で報告したいと思っております。 

 ただ、平成２３年度と平成２２年度の手持ち資料はございますので、それで報告したいと思

っております。まず、物産センターですね。物産センターにつきましては……（「個々にはい

いです。今、私が言った山あげ会館から守山キャンプ場まででどのくらい落ちちゃっていると

いう、そういう雑ぱくな数字がわかれば」の声あり） 

 物産センターは御存じのとおり、震災で平成２３年度はほとんど入らないということで、平

成２２年度１万１,０００人から平成２３年度は１,６００人程度とかなり落ちています。そう

いうことで、合計は……。（「私のほうで調べてありますのでいいです」の声あり） 

 ほかに平成１８年度以降につきましては、また資料を提供したいと思っております。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  これは、行財政報告書に商工観光課がデータとして挙げています

よね。それ、課長ね、このくらい把握しておいてくださいよ。毎年の行財政報告書の商工観光

課の中に全部今、私が申し上げた施設の入込数が書いてあるわけですよ。これ、商工観光課で

まとめているんですよ。平成１８年度は全体で２１万２,４８９人、平成２３年度が３万８,

３５８人、平成１８年度から比べると何と平成１８年度を１００とすると、平成２３年度は

１８％にまで落ち込んでいるということです。これは、商工観光課長、雑ぱくでいいですから、

こういう落ち込んでいるという状況はやはり把握しておいたほうがよろしいんじゃないのかな

というふうに思います。 

 それで、山あげ会館についてですけれども、これ、平成１８年度は１万４,６５０人あった。

それが昨年は震災の影響で５,６００人に落ちた。これはやむを得ないんですが、平成２２年

度までの統計を見ても、約４割以上減少して八千四百何人になっているんですね。こういうと

ころももちろん震災の影響もある。景気の影響もあるといえば、それはそうでありますけれど
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も、やはりもっと同じ減るにしても、微減ぐらいの程度に収めるような努力をしなければなら

ないのかなというふうに私は感じているところであります。 

 この山あげ会館とか物産センター、それから物産センターなんかも平成１８年度は２万１,

４０３人、これが平成２２年度は９,８６４人、半分以下になっちゃっていますね。震災前の

年度の数字ですよ。こういうのには何かやはり原因があるんだろうと私は思っております。景

気の影響とか、その他もろもろの影響もあるかと思いますけれども、何らかの影響がある。で

すから、これをやはり回復するのにはどうしたらいいかということを、観光協会だけにお願い

するんじゃなくて、商工観光課はそういう観光を振興するその事業の行政の現場の最高機関で

しょう。ですから、観光協会だけに任せるだけじゃなくて、観光協会も大変ですよ、皆さん役

員の方は無報酬でやっていらっしゃるし、一生懸命やっておられるんだと思いますけれども。 

 ただ、お手伝いとかそういうことは課長も一生懸命やってくれているけれども、それだけじ

ゃなくて、いろいろな指導、指導というのは行政的指導だけじゃなくて、いろいろな企画を出

したり、アイデアを出したり、こういうふうにすればもっといいんじゃないですかと。そうい

うような具体的な方策も一緒になって提案したり、汗をかいたりすることも私は必要だと思い

ますので、もっともっと商工観光課もそういう部分で力を発揮していただければなというふう

に思っているところであります。 

 余り時間がないので、ちょっと早目に進めさせていただきたいと思いますけれども、この町

中の観光施設は、入込数が減少しているという、その対案として、ちょっと一言申し上げたい

んですが、先日、市内の方が長年自分の趣味で集められた書画とか収集した美術品を、ぜひ皆

さんに披露したいということで、烏山の公民館の入り口にあった蔵を改修されて、展示館をオ

ープンされました。 

 本当にすばらしい物が展示してあります。その方に話を聞きましたところ、いや、まだまだ

ここに置き切れないくらいのいろいろなものをもう４０年ぐらい前から集めているので、美術

品とか骨董品とかがあるんだという話でございましたので、それでは、まちの中にまだあいて

いる蔵とか倉庫とかあるかと思うので、もし、そういうところが借りられるということになれ

ば、２号館、３号館ということでオープンしたらいかがですかという話をしたら、そうできれ

ばありがたいですねという話をされていました。 

 また、市街地の中には山あげ会館、和紙会館、東力士等々あるわけですから、そういうとこ

ろと連携して、山あげ会館は今入場料を５００円取っているんでしょうけれども、それを仮に

１,０００円にしても、そういう市民の展示館なんかも１号館、２号館、３号館、それから山

あげ会館、和紙会館、酒蔵も、そのチケット１枚で共通のあれで回れる、それとまた若干のサ

ービスも受けられる。そういうようなことも私は民間事業者と山あげ会館、観光協会、行政が
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連携してやれば、そういう形での市内に来ていただいた方に町の中を周回してもらうというよ

うなこともできるんじゃないかなというふうに思うんですが、ぜひそれも商工課長、私は一案

だと思うんですが、どうお考えでしょうか。 

○議長（中山五男）  髙橋商工観光課長。 

○商工観光課長（髙橋 博）  ただいま議員のほうから厳しい御指摘をいただきましたが、

これからはより一層、待っていないで出向いて、ぜひそういったＰＲを行ってまいりたいと考

えております。 

 また、ただいまチケット等の配布ということで、また、各施設の利用活用、そういうことを

久保居議員から提案いただきました件につきましては、これから十分に参考にしまして検討し

てまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  続きまして、３番目の質問に入りたいと思います。景観条例を設

けることについてでありますが、ぜひ市長、いつも市長の答弁からは調査研究を進めるとか、

前向きに検討するとか、また、後で議員の御指導をいただいて進めてまいりたいとかいうよう

な答弁をいただくんですが、ぜひ私、今までにもそうですし、今回も幾つか提案をさせてもら

うんですが、１つですね、いいものがあればですよ。ないから全然実現はされていないんだと

思うんですが、１つ真剣になって取り組むようなものがあるとすれば、ぜひ取り上げていただ

きたいと思います。景観条例もその１つであります。時間がないので先へ進めます。 

 ４点目の質問であります。良好な釣り場環境整備についてでございますけれども、これも何

でアユが遡上してこないのかというのはいろいろな原因があるのだそうでございます。上流に

ダムができたからなのか。また、河川改修によるものなのか。それとも、水質が変わってきて

いるのかとか、いろいろな悪い要件があるから遡上しないんだと思うんですが、そういうこと

も漁業組合の役員さんの方々はそのほかにカワウ対策、ブラックバス対策等々苦労されている

わけでございます。また、釣り人の釣り場環境保全のためにも努力されているわけであります

けれども、先ほど申し上げましたように、この釣り人にたくさん来ていただくということ、荒

川と那珂川を有効に生かすということも本市の大きな観光の柱の１つでございますので、ぜひ

今までよりもその漁協の方々と連携をとって進めていただきたいというふうに切に要望をして

おきます。 

 続きまして、３点目の質問に入りたいと思います。シルバー人材の活用に関する提案につい

てであります。これは先ほど申し上げましたように、市内の４分の１の方が６０歳から７５歳

までの年代に集中しているわけであります。シルバー人材センターに登録している方は先ほど
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市長が答弁で言われた数字であります。 

 この後、渡辺議員から烏山線沿線の花公園については質問がありますので、これには重複し

ないように私は避けたいと思いますが、そのほかにも荒川のウオーキングトレイルの築堤とか、

烏山で言えば山あげ大橋のところから見る那珂川から興野橋に至るまでの道路とか、土手とか、

いろいろな景観があるわけですね。そういうところにシルバーを活用して、１つの事業を市が

委託して行うことはすぐできると思うんですね。 

 やはりそれには花がいいんですよ。なぜ花がいいかというと、いろいろな歴史的な遺産や名

所は烏山地区にもあります。南那須地区にもあるでしょう。しかし、そういうものはやはりそ

れが好きな方じゃないと来ないんですね、そういう趣味をお持ちの方でないと。ですから、そ

うすると、それはある程度年代層も絞られてきてしまう。しかし、花とか、あとお祭りの花火

なんかもそうですけれども、そういうものは老若男女、小さい子供からおじいちゃん、おばあ

ちゃんまで花を見て汚いと思う人はいない。花はきれいだな。花火を見ればみんな、若くても

子供でもきれいだなと思う。 

 そういう共通したものをそういうところに、だめなんですよ、全市花公園なんてやっていま

すけども、どこに全市花公園あるんですか。そうじゃない。もうスケールメリットをぼんと生

かして、そういう広い自然があるんですから、そういうところに１つ何かつくってみてくださ

い。これは渡辺議員のほうからも烏山線沿線の花公園のあれはありますけれども、どれでもい

いですから、１つ、市長前向きにちょっとやってみたらいかがでしょうか。最後に市長の所感

を伺いたいと思います。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  シルバーの問題、そしてこれからの超高齢化社会における農業後継者

の問題について、強く御指摘いただきました。同感であります。そういったことに向けたシル

バー人材の活用と今後の農業後継者も含めた形でシルバーを十分に連携、活用されることは私

も大変重要な政策であると考えておりますので、自然景観等には花公園あるいは花街道に触れ

られましたけれども、それも観光誘致の大きな一環だろうと思っておりますので、このことに

ついては粘り強く、そういった適地にそういった公園化ができるように努力傾注をしていきた

いと思いますので、議員にも御指導いただきながら進めていきたいと思いますので、よろしく

お願い申し上げまして、お答えとします。 

○議長（中山五男）  ５番久保居光一郎議員。 

○５番（久保居光一郎）  市長からも今、答弁いただいたわけでありますけれども、ぜひひ

とつ、山あげ祭にしてもいろいろなイベントにしても、それは年のうちのわずか２日、３日で

すよ。そうじゃない、年間を通して人が来られるような、そういう観光拠点を大谷市政の中で
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ぜひぶち上げてください。そういうシルバー人材もいるわけですから、ぜひそれをお願いした

いと思います。 

 もう時間がありません。ことしも残りわずかになりました。この会場にいらっしゃる市長を

初め職員の課長の方々、それから議員、傍聴席にいらっしゃる方々の来年がますます御多幸で

ありますことを心から念じまして、私の質問を終わりたいと思います。御清聴ありがとうござ

いました。 

○議長（中山五男）  以上で、５番久保居光一郎議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時３２分 

 

再開 午前１１時４２分 

○議長（中山五男）  休憩前に引き続き再開をいたします。 

 通告に基づき４番渡辺健寿議員の発言を許します。 

 ４番渡辺健寿議員。 

〔４番 渡辺健寿 登壇〕 

○４番（渡辺健寿）  議長より許可をいただきました渡辺であります。きょう、２人目とい

うことで時間が途中、中休みが入るかもしれませんけれども、５項目ほど質問させていただき

たいと思います。 

 まず、第１点目でありますが、蓄電池電車の導入に伴う沿線活性化の問題についてを取り上

げさせていただきたいと思います。この市を取り巻く情勢はなかなか明るい話題の少ない中、

今月２２日、宇都宮街道の高瀬トンネルの開通とともに、先月、新聞紙上に載りましたけれど

も、ＪＲ東日本によって開発された蓄電池駆動電車システムを採用した新型車両が烏山線に

２０１４年春導入されるという発表がありました。日本で初の新型電車の通行にあわせて、沿

線の活性化対策をどう考えるのか、お伺いしたいと思います。 

 御存じのように、この烏山線につきましては、沿線の地域が高根沢、南那須、烏山を挙げて

過去に何十年にもわたりまして、当時の常野線建設の運動から始まり、あるいは国鉄からＪＲ

に変わった中で廃止すら話題になったような状況でありました。その中での存続運動、さらに

烏山線の電化促進に関する運動と、非常に何十年にも及ぶ長い歴史の運動の成果が今度見えて

きたのかなと思われるわけであります。まさに、長年地域で待ち望んだ画期的なことが１年と

３カ月、４カ月後に見えてきたわけであります。 

 この機会を利用して、沿線の活性化対策を打たない手はないということから取り上げさせて

いただきました。市長もコメントで定住促進あるいは活性化のために大きな起爆剤になるであ
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ろうということもおっしゃっております。そんなことから、取り組みをどう考えるのか、順を

追ってお尋ねしてまいりたいと考えております。 

 こちらからの提案でありますけれども、１つ目のこととしては、まず、沿線の花公園化、花

公園化と言えばもう大谷市長のオリジナルみたいでありまして、全市花公園構想に始まって何

年もお伺いしております。全くこの機会を捉える、まさに大谷市長は水を得た魚のようにうれ

しく、今回は泳ぎだしていただけるのではないかという期待も込めまして申し上げたいと思い

ます。 

 先ほど花公園化の中で、大きな拠点をといったお話もありましたけれども、それはもちろん

市貝のシバザクラ公園に見られるように大きなポイントになります。あるいはそれももちろん

結構でありますけれども、沿線の公園化ということで那須烏山市に入れば５つの駅があります。

鴻野山周辺あるいはそれから流れて宇井地域、大金駅周辺、小塙駅周辺、滝駅から神長地域、

そして最後に烏山駅周辺ということであります。 

 これらに１カ所もよろしいんですけれども、その周辺地域を絞り込みまして１カ所、１町歩

ぐらいずつポイント的な場をつくってはどうなのかなと思います。大金駅周辺にはいかんべ祭

もありますし、烏山には山あげ祭がございます。滝には龍門の滝もあれば洞窟等もあります。

そんなことから、延べ５ヘクタールないし６ヘクタールぐらいポイントを絞って、集中的に市

のほうからプランをつくった上でその集落等に入り込んで、水田活用も考えながら進められる

というプランをつくり上げてみられてはどうかなということから提案させていただきます。 

 なかなかそういっても、ただ、花をつくってくれるわけにはいきません。そんな中から、例

えばこれは１つの例でありますけれども、水田利活用の所得保障交付金の中には、飼料米をつ

くれば８万円が交付されるような制度がございます。これを花にはなかなか利用しづらいと思

いますけれども、例えば菜種などは２万円ぐらいが基礎的に交付されるものがございます。こ

れらを一部利用しながら、飼料米の１０アール８万円とはいかなくても８万円ないし６万円程

度の市単独等の事業も考えましてやっていただければ、３００万円ないし４００万円程度で

５町歩ぐらいの計画はできるということに数字上はなります。そんなことから、この提案をさ

せていただいております。考えをお伺いしたいと思います。 

 それと、駅周辺の美化あるいは駐車場の整備、案内板の整備ということもあわせてどうでし

ょうかということであります。駅舎の整備はもちろんでありますが、これはＪＲ側でやるべき

なのか、市でも手を出してやるべきなのか、この後お伺いしたいと思いますけれども、駅舎周

辺の整備、どの駅舎も正直言って大分老朽化しております。文化遺産だと言えばそれまでであ

たますけれども、美化を含めて検討できないものか。 

 例えば駅舎だけをきれいにするのでなしに、これも当然ＪＲとの協議でありますけれども、
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駅の愛称なども考えてはどうなのかな。例えば大金だったらば、大金いかんべ駅とか、滝だっ

たらば滝龍門の駅とか、烏山山あげ駅とか、こういったことも含めてプランを練っていただく

わけにはいかないものかなと考えます。 

 あと駐車場の整備等でありますが、烏山駅の駐車場の舗装工事は平成２３年度に予算化され

ておりましたけれども、いまだにできておりません。小塙駅の周辺の駐車場整備は平成２４年

度事業にありましたが、先般、二輪車駐輪場の撤去があったようですが、それで終わりなのか。

あるいは駅と線路をまたいで反対側にある駐車場の整備まで考えておられるのか。この辺もあ

わせてお伺いしたいと思います。 

 同じ関連でありますが、観光のルート化、先ほども前の議員がいろいろおっしゃっておりま

したけれども、これらも含めてどのような計画をされるのか、お伺いしたいと思います。 

 それと、ことし補正予算を組まれまして、るるぶのチラシをただいま準備中だと思いますけ

れども、その中にせっかくでありますので、現在、作成中だと思いますけれども、この畜電車

イメージ図ですか、こういった写真等を活用しまして、それらも先取りの形であくまでもイメ

ージ図と書けばよろしいわけですから載せられないのか。 

 あわせて、メガソーラーも大規模な施設が市内に計画されているわけでありますので、これ

らも含めた観光パンフレット、大きなお金をかけてつくるわけでありますので、これらも含め

た準備がされているのかどうか。されていないのなら含めてもらう方法は考えられるのかどう

か。それらの取り組みについてお願いできればと思います。 

 いずれにしましても、もろもろの取り組みは、ことし、もう平成２５年度の予算編成の時期

が近づいているわけでありまして、平成２５年度に何かの形を予算づけの中でやっていかない

と、プランも何も煮詰まっていかない。来年しか余裕がないわけですから、平成２６年の春に

導入されるわけですので、導入時期が一番地域を売り込む絶好のチャンスだと思います。一時

的なお祭り騒ぎで終わっては何の足しにもならないと思いますので、ぜひとも平成２３年度事

業で何らかの形をあらわしていただくことが大切だと思うわけであります。市長並びに関係者

の考えをお伺いしたいと思います。 

 大きな２番目であります。国道２９４号線の整備促進についてであります。現在、市内で行

われている２９４号の整備工事でありますが、２カ所、大桶運動公園付近あるいは南２丁目付

近、やられております。いずれも平成２０年ないし平成２１年から来年度平成２５年度までで

完成する見込みだというお話をお伺いしております。 

 市内の東西の幹線軸、県道１０号につきましては、先ほどもちょっと触れましたが、クリス

マスに間に合うように開通が決まりましたので大変喜ばしいことであります。南北軸について

は、まだまだ整備が残ってございます。２カ所の工事が来年いっぱいということで見通しがつ
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くということでありますので、課題となっておりますあと３カ所、旭交差点、八ヶ平地区のカ

ーブ、野上地区のカーブと、大きな課題があるわけであります。これらをせめて平成２５年度

に調査費でもつけていただくような働きかけ、これをとらないと、平成２５年度に今の仕事

２つ終わりました。ちょっと中休みですということになっては大変なことであります。懸案の、

触れたくありませんけれども、土木事務所の存続すら話題に出るようなありさまですので、そ

ういった意味からも、しっかり次の２期の整備を実施計画として位置づけしていただくことが

必要であると思うことから、こんな質問をさせていただいております。 

 ３つ目でありますが、学校体育行事の日程等のお話であります。御存じのように、地球温暖

化等の話も絡むかと思いますけれども、小中学校の運動会、体育祭等が９月を中心に行われて

おります。年々暑さが厳しくなっているように感じます。猛暑の中で行われているわけであり

まして、生徒の体調管理とか事故防止とかいろいろな面で、現場の先生方、非常に気をつかわ

れているのではないかと思います。 

 そんなことから、小中学校の運動会あるいは幼稚園、保育園、あるいは音楽祭、文化祭など、

年間行事日程の中での一部とは思うわけでございますが、日程等をずらすような考えはないの

か。具体的には、１週でも２週間でも後に送って日程を組めないものか。生徒の事故など起き

ないことを願いながら、こんな質問をさせていただきました。教育長に説明をいただければと

思います。 

 ４つ目であります。グラウンドゴルフ場の整備計画はどうでしょうかということであります。

年々競技人口が多くなっております愛好者のため、また、健康増進の奨励のためにも整備はど

うでしょうかということでお伺いしたいと思います。 

 平成２３年度の行財政報告書からの抜粋でありますけれども、市内では公の大会のみを申し

上げますと７会場で行われているようであります。緑地公園で４回、参加者５７０名、大桶運

動公園で５回、５５０名、中央公園で２回、２００名、烏山野球場で４回、５２５名、愛宕台

公園で２回、１２０名、運動公園で１回、７０名、旧向田小学校校庭で２回、２００名。都合

公の大会だけでも２０回、参加人員は２,３００名近い方がプレーされているということであ

ります。 

 なお、この今申しました７会場は、土のグラウンドでの催しが１１回、芝のグラウンドで

９回、おおむね参加人員はその半々ぐらいであります。さらに、これは公の数字だけでありま

して、そのほか市外に行かれましての大会等もあります。さらに練習はこの数倍行われている

と思われるわけであります。 

 市内の実質協議人口は何人ぐらいおられるのかとあわせて、これらのグラウンド整備等もお

伺いしたいと思います。 
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 ５点目でありますが、デマンド交通についてであります。１０月に運行開始されたわけであ

ります。利用状況と今後につきまして区域の拡大策を伺うものであります。 

 以上５点、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中山五男）  暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 １時００分 

○議長（中山五男）  休憩前に引き続き再開をいたします。 

 大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇〕 

○市長（大谷範雄）  先ほどは４番渡辺健寿議員から、蓄電池電車の導入にあわせた沿線活

性化対策についてからデマンド交通について、大きく５項目にわたりまして御質問をいただき

ました。その順序に従いましてお答えを申し上げます。 

 まず、ＪＲ烏山線への蓄電池駆動電車システム導入にあわせた沿線活性化対策についてお答

えをいたします。平成２６年にＪＲ東日本が烏山線に導入を予定いたしております蓄電池駆動

電車は、世界的にも最先端のエコ車両で、スピードアップと電車区間まで直通できる利便性の

高さなど、利用者にとりまして朗報であります。しかし、そればかりでなく、定住促進や観光

客の誘客、さらには全国からの鉄道ファンが本市を訪れることも予想されまして、観光振興と

地域活性化にまたとない機会と、市では大いに期待をしているところであります。 

 このような中でまず、沿線の花公園化についてであります。本市の公園化事業は、遊休農地

解消対策の意味も含めまして農業公社に委託をし、菜の花の植栽を進めてまいりました。平成

２３年度からは自治会や農業団体等に幅広く呼びかけまして、全市を対象に特色ある花公園の

整備を目的として、全市花街道づくり推進事業を展開をしてまいりました。参加者には、実費

分といたしまして１アール当たり１,６００円を補助することで、平成２３年度は２２件、２.

３ヘクタールでヒマワリなどが植栽をされ、季節の風景を彩ってきたところでございます。 

 このようにこれまでの花公園事業は、市内全域を対象とすることで幅広い人の参加を仰いで

きましたが、議員御提案のとおり、このＪＲ烏山沿線を花公園化することで、利用向上と観光

振興、そして蓄電池駆動電車システムのＰＲを図ることも有意義であると考えております。こ

のため、今後は、ＪＲ東日本や烏山駅等の関係機関や地権者等と協議、連携をし、各駅周辺、

滝などの沿線観光地を中心とした花公園化構想について検討してまいりたいと考えております。 

 駅周辺の美化について御質問がございました。ＪＲ烏山線の駅には、市が駐車場及び駐輪場

を管理しておりまして、年に数回、必要に応じてシルバー人材センターに委託をし草刈り等を
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実施をしている状況であります。しかし、烏山駅前は、ＪＲバス関東の廃止に伴い、歴史ある

烏山市街地の玄関口としては殺風景な印象もぬぐえません。また、かつて縁起切符でわきまし

た大金駅前も震災によりまして観光物産センターが閉鎖をされまして、通勤通学時間帯以外は

人通りも余りない状況にあります。 

 この大金駅前の観光物産センターは、南那須地区の観光の発信基地として親しまれてきまし

たが、ことし３月議会で廃止を決定し、１２月から解体工事に着手をする予定であります。ま

た、これに伴い、駅前のトイレも仮設のもので代用している状況にございまして、早急に何ら

かの対策が必要と認識をいたしております。 

 このため、ＪＲや観光関係機関、地元住民などを交えた整備検討委員会を設置する準備を進

めております。有効活用のあり方を十分に検討の上、整備をしてまいりたいと考えております。

また、烏山駅前につきましては、民間活用も含めてさまざまな可能性がございますので、先進

事例等の調査研究等を進めますとともに、地域や関係機関等の意向を反映させながら、方向性

を検討してまいりたいと考えております。 

 次に、観光のルート化であります。市ではことし３月に策定をいたしましたまちなか観光ネ

ットワーク構想に基づきまして、市街地に複数の観光コースを設定し、まちなかのにぎわいを

推進しているところであります。 

 コースはいずれも烏山駅を発着としておりまして、島崎酒造や萬さろん等に立ち寄る風情あ

る街並みを歩く「城下町を歩いてみようコース」、烏山通運の石づくり倉庫群や和紙会館等の

近代化遺産に立ち寄る「歩いてみよう近代化遺産コース」、烏山城址や寿亀山神社等の悠久の

歴史に触れる「烏山城址を散策しようコース」であります。このほか近代化遺産の全国一斉公

開や八溝そば街道そばまつりなどの機会を捉えまして、定期的なモニターツアーを開催し、参

加者の意見等を反映させてコースの充実を図っているところであります。 

 また、環境省の計画で、県が整備、管理しております首都圏自然歩道「関東ふれあいの道コ

ース」は、龍門の滝、山あげ会館、烏山上跡など市の歴史や自然や歴史文化を満喫できるもの

でありまして、ＪＲと市のタイアップによる烏山線を活用した「駅からハイキングコース」な

どもございます。ことし８月には、ＪＲとタクシー事業者等が連携して、タクシーを利用した

観光コース「駅から観タクン」という旅行商品を開発し、ＪＲみどりの窓口で発売していると

ころでもございます。 

 先ほど久保居議員の質問にもお答えしたところでございますが、来年３月に発刊を予定して

おります新たな観光パンフレット「るるぶ那須烏山」では、新たな観光資源の発掘にも取り組

んでおりまして、これらを反映させた魅力ある観光ルートの開発を進めたいと考えております。 

 このほか大金駅を初めＪＲ烏山線の沿線には、さまざまな観光資源がございますことから、
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各駅を起点とした観光ルートの開発にも積極的に取り組み、ＪＲ烏山線への新型車両の導入を

契機とした観光客の誘客、地域の活性化に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、国道２９４号の整備促進についてお答えをいたします。国道の整備事業は、烏山土木

事務所が進めているわけですが、その内容と計画、市の要望活動等をまず御報告を申し上げま

す。 

 国道２９４号は、千葉県柏市から茨城県、栃木県を通りまして福島県会津若松市を結ぶ延長

２４１.８キロメートルの一般国道でありまして、国道４号、国道６号の中間を走る非常に重

要な路線であります。県でも、南北を縦断する地域基幹道路として位置づけまして整備、改修

を進めているところでございます。 

 現在、烏山土木事務所管内では、大桶地区、大桶運動公園付近であります。これの延長

９４０メートルを歩道３.５メートルを含めて全幅員１２メートルに拡幅する改良整備事業が

平成２０年度から進められておりまして、平成２５年度完成を目指しております。 

 また、南２丁目、烏山運動公園付近の延長３７０メートルにつきましても、歩道３.５メー

トルを含め全幅員１１メートルにする改良整備事業を平成２１年から開始し、平成２５年度完

成を目指しております。那珂川町でも、２カ所の事業が進められておりますことから、現在、

烏山土木事務所管内では４カ所の整備改良工事が進められているところでございます。 

 また、旭１丁目交差点は一般国道２９４号線と主要地方道那須烏山御前山線、市道都市計画

街路旭通線が交わる市内で最も交通渋滞の激しい箇所であります。山あげ大橋付近までは幅員

が狭い上、交通量が多く、危険箇所として認識をしておりますことから、旭交差点から山あげ

大橋の区間、約１３０メートルの両側歩道、右折レーン設置を含む交差点改良整備等を県に要

望してまいりました。 

 これを受けまして、烏山土木事務所では、測量調査に入りましたが、公図混乱地のため調査

が進展をしておりません。このため、市では烏山土木事務所の依頼を受けまして、地籍調査を

実施しておりまして、地籍調査の完了により道路整備事業に着手をする予定となっております。 

 また、八ケ平地区の急カーブ区間や野上地区のＳ型カーブ区間の整備改修について要望活動

を進めておりまして、去る１１月９日には、地元選出県議会議員、地元自治会役員とともに、

烏山土木事務所長宛て八ケ平、野上、旭地区国道２９４号の整備推進を要望してきたところで

あります。 

 国道２９４号の整備につきましては、栃木、福島、茨城の沿線１８市町が期成同盟会を結成

し、国に対して要望活動を進めておりまして、県域を越えて各関係市町が連携した要望活動に

も積極的に取り組んでいるところでございます。市といたしましては、交通事故防止、地域経

済の発展、活性化に欠かせない道路整備事業を、県や関係機関と連携をして推進をしてまいり
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たいと考えております。どうか今後とも議員各位の御協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 学校体育行事の日程については、教育長答弁とさせていただきます。 

 グラウンドゴルフ場の整備についてお答えをいたします。大桶運動公園、烏山運動公園、烏

山野球場、烏山中央公園、清水川公園、緑地運動公園など、市の運動施設を利用しております

グラウンドゴルフ協議団体は１３団体ございます。現在のところ、場所、曜日を適宜分散をし

て使用いたしておりまして、施設は充足しているものと考えております。 

 御提案の烏山野球場、舟戸野球場の西側の敷地につきましては、現在、西側野球場の駐車場

として利用しておりますが、グラウンドゴルフ場として利用するには、河川敷のため大きな玉

石等が混在をしておりまして、かなり大がかりな整備工事が必要になると思われます。まだ、

河川法に基づきまして、国との協議が必要になりますことから、豪雨災害で冠水する可能性が

高いことなど、懸念される課題がございます。 

 このように施設の充足性や新たな施設整備の問題点などを考慮いたしまして、現状では既存

の施設を使って、グラウンドゴルフなどスポーツレクリエーション活動の振興を図ってまいり

たいと考えております。なお、今後さらに競技人口がふえ現有施設では不便を来すような事態

が生じることもあるかもしれませんか。そのようなときには、施設整備も含めて検討してまい

りたいと考えております。 

 デマンド交通についてお答えをいたします。利用状況から御報告を申し上げます。運行開始

から２カ月が経過をいたしましたが、１０月１カ月分の集計結果でまとめておりますので、御

了承いただきたいと思います。 

 １０月の運行は平日の２２日間でございました。延べ１６２名、１日平均８名の利用状況で

あります。なお、１１月２２日現在の登録者は４１７名でございます。詳しく見てまいります

と、午前７時３０分から８時３０分までの第１便から、午後３時３０分４時３０分までの第

９便まで１日９便を運行しておりますが、このうち午前１１時３０分から１２時３０分までと、

午後３時３０分から４時３０分までは、ほぼ毎日運行しておりまして、午前１０時３０分から

１１時３０分までと、午後２時３０分から３時３０分までは７日程度と運行状況が少ない状況

にございます。その他の時間帯は１１日から１６日の運行でございます。 

 １便当たりの利用客数は１人から２人が最も多く、午後３時３０分から午後４時３０分まで

の最終便はほぼ２名以上の相乗りで、最大５名、デマンド車両２台が稼働する状況であります。

利用場所は自宅が最も多く、次にスーパー、那須南病院、大金駅の順となっております。 

 利用者の状況では、全て４０歳以上でございまして、うち７０歳以上が８７％と高く、その

うち８５歳から９０歳までが３５.２％を占めております。また、障がい者手帳をお持ちの人

が延べ３８名利用しておりまして、ほぼ毎日往復で利用するケースもございました。１カ月間
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の利用状況から、高齢者や障がい者が多く、また、リピーター率が高く、自宅と目的地間の移

動手段として利用していることがうかがえます。 

 デマンド交通は、まだ開始したばかりでありますから、これから周知徹底を図ることで、本

格的普及はこれからと考えられますが、今後の利用推進に向けて、まず利用客を中心としたア

ンケート調査を予定いたしております。また、市とコールセンター、運行業者の３者で、利用

客からの要望、問題点に対処するために打ち合わせ会を月１回程度開催をし、利用客へのサー

ビス向上を図っていく予定でございます。今後は運行開始から来年３月までの半年間を試験運

行１期目、４月から２期目として国庫補助を活用した南那須区域のデマンド交通のあり方を検

討し、地域に適したデマンド交通を検証してまいりたいと思います。 

 次に、今後の区域拡充対策であります。烏山区域へのデマンド交通導入につきましては、公

共交通機関の体系が南那須地区と大幅に異なりますことから、それぞれ区分して検討する必要

がございます。財政面では、烏山区域の国庫補助導入は困難な状況でありまして、また、市営

バスやコミュニティバスとの調整、タクシー等の民間業者との協議に時間がかかるものと予想

されております。今後は南那須区域の試験運行による利用者等の意見を集約し、デマンド交通

の利便性を考慮し、烏山地区への導入の課題を整理をしていきたいと考えております。 

 ６月議会定例会の渡辺議員の御質問にお答えをしましたように、年度末までには烏山地区へ

のエリア拡大を視野に入れた将来像を定めていきたいと考えておりますので、御理解を賜りま

すようにお願いを申し上げます。 

 以上答弁終わります。 

○議長（中山五男）  池澤教育長。 

○教育長（池澤 進）  渡辺議員からの学校体育行事の日程についてお答えを申し上げます。

近年の夏は、３５度以上にもなる猛暑が続き、ゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨があるなど、

私どもが体験したことのないような気象現象が見られます。こうした中、市教委では児童生徒

の体調管理に十分留意し、安全な学校生活や学習ができるよう、校長会等を通じて指導してご

ざいます。 

 各学校の運動会、体育祭においては、練習時間に水筒などを持参し、こまめに水分補給し、

適度な休憩をとり、長時間にわたる連続した激しい運動をしないように練習面で配慮するなど、

きめ細かな観察による児童生徒の体調把握に努力しております。 

 また、事故発生時の緊急対応マニュアルの徹底など、管理面での配慮のほか、練習時からテ

ントを張って日陰で休憩、説明をするなど、施設面での配慮等をし、安全な学校生活ができる

よう努めているところでございます。 

 運動会や体育祭の当日も、ただいま申し上げました対策に加え、競技が連続しないようプロ
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グラム編成を工夫し、事故防止に努めております。 

 御質問の運動会、体育祭の開催日程でございますが、５月から６月にかけて小学校３校、中

学校１校が実施し、１０月には中学校１校が実施しておりますが、暑さが残る９月に小学校

２校、中学校１校が実施してございます。 

 市教委では学校と協議の上、体育祭、運動会の開催日程について学校長とＰＴＡの話し合い

の場を設け、事故防止対策を検討するよう指示いたしたところでございます。 

 教育に想定外はないを合い言葉に、あらゆる危険性を見出し、その対応に努めていくととも

に、心身ともに健康でたくましい子供の育成に努めていきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  一通り答弁をいただきました。再質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、１番目の新型車両の導入に絡む問題でありますが、先ほども申し上げましたけれども、

再来年の春導入ということであります。したがいまして、残された期間は１年４カ月弱という

ことになろうかと思います。 

 いろいろ市長のほうからも検討するというお話はいただきましたけれども、２０１３年、平

成２５年度に何かしら具体的な行動を起こしていかないと、何もできずに１年三、四カ月はた

ってしまうのではないかなという心配をしているわけであります。 

 したがいまして、ここに例示したもの以外にもっと構想等もあろうかとは思いますけれども、

新年度にはとにかく何か手を打っていただかないと、ただ、オープンのお祝いで終わってしま

うということになろうかなという心配をしております。 

 先ほど言いました花公園化の問題につきましても、１つの例でありますけれども、鴻野山駅

周辺に例えば１ヘクタール、宇井地域にも沿線に１ヘクタール、大金駅周辺は市街地ですから

その半分程度、小塙駅周辺も農村地帯ですから１ヘクタール、滝・神長地域にも１ヘクタール、

烏山駅周辺も市街地なので０.５ヘクタール程度という、具体的にポイントを定めて、その地

域に入り込んで計画をもってきて、説明会をやりながら推進するという方法はどうかなと思う

わけであります。 

 先ほどの繰り返しになりますが、飼料米のこの水田利活用の所得保障だと８万円ということ

で、飛躍的にこの活用がされておりますけれども、ただでは、花をつくってくれと言っても農

家の方もやりません。そんなことから、それらを目安として８万円にはこだわりませんけれど

も、お金を市で単独でも出すから、ぜひとも平成２６年の春を目指して来年から取り組みを起

こせるような働きかけをされてはという考えはあるんですけれども、そういった考えを持たれ
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ないのか。また、持つ考えがあるのか。その辺からまずお伺いしたいと思います。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  今、渡辺議員が今までの経過等についても触れられましたが、本当に

私は建設的なありがたい御提言と受けとめております。そのようなことで、実現化に向けて努

力を私は傾けていきたいと思っています。もう御存じかもしれませんが、合併直後から新市の

建設計画、そして総合計画の前期計画の基本計画の中でも、この全市花公園構想を打ち出して

まいりました。 

 当初は御案内のように、やはり目立つところ、烏山街道沿いあるいは烏山沿線沿いにこうい

ったものを景観形成作物の一環として啓発を図ってきた経緯がございます。そのような中で、

もちろんそういった中では今の個別所得保障ができる前の補助でございますから、大変微少で

あったわけでございます。 

 それでも、荒廃地、遊休地を解消するという目的で進めてきたものですから、鴻野山のある

お寺の前であるとか、宇井地域の烏山沿線沿いには菜の花を植栽した実績はございます。しか

しながら、個別所得保障ができてからは１反歩８万円の有利な補助事業ということがございま

したから、そちらのほうに移行するという農家がふえてきた。自治会でもってそういったこと

をお願いをしてきたわけですけれども、そのような経緯になったということでございます。 

 議員が言われるように、個別所得保障、１反歩８万円を同額あるいはその程度にしてやって

いただければ、この花はさらにふえていくものと思います。ただ、今までは農政課の予算の中

で農業公社に委託をしてきたというようなこともございます。したがって、しっかりとしたワ

ーキンググループみたいなものを官民挙げてつくって、管理もそういったところに委託をする。

そういったしっかりした体制が私は必要だと思っています。そんなところを十分に検討しなが

ら、体制の実現化に向けて努力をしていきたいと思います。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  努力の話はいただきました。しかし、くどいようでありますけれども、

来年度何か手をつけないと１年３カ月ぐらいそのままにたってしまいます。過去の話は承知し

ているつもりでありますが、農林サイドの国庫の事業を活用しての範囲内であったかと思いま

す。しかし、今の制度では有利な花に関連するような事業は、所得保障の中では大きなものは

見当たりません。菜種の２万円程度かなと思います。 

 したがいまして、申したいのは、農林サイドの国庫の事業によるものでなしに、市としてそ

の所得保障の最高レベルの程度のものを独自に計画してできないものかということを申してい

るわけであります。どうでしょうか、再度。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 
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○市長（大谷範雄）  先ほども申し上げましたように、個別所得１反歩８万円同等程度の賃

借なり管理料なりを市が単独で助成できれば、この事業は何とかうまくいくのかなというのは

当然だろうと思っています。農家にお金をあげるからこれでお願いしますというようなことで

なくて、しっかりとした体制のもとで、そういった保障も含めて前向きに努力検討していきた

いと思っています。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  再度申し上げますけれども、先ほど５カ所、６カ所申し上げました。

例えば１ヘクタールの目標地域におきますと、例えば２０アールずつやってくれる方が５名い

れば１ヘクタールできます。１０アールずつだったらば１０名ということですので、見込める

ような区域を選定しまして、その中の人たち、５人ないし七、八人の方に座談会等をもちかけ

て、市のほうでこれだけの応援をするからやってもらえないかということで積極的にもちかけ

ていってもらってはどうなのかなと思われます。過去のあれは、農政課サイドの国庫事業を活

用しての対応のみだったかなと思われます。花街道ということでありました。全市花街道づく

り推進事業ということで、ことしは５０万円程度の予算しか当初予算を見ますと載っておりま

せん。ことしは放射線セシウムの低減を図ってヒマワリを導入するんだというお話でありまし

た。これらは当初計画どおり消化される見込みが、農政課長、たっておられるんでしょうか。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  先ほど市長が申し上げましたように、農業公社に委託していた烏

山線沿線の花構想ですが、ＷＣＳ御存じのように飼料用稲の作付けの面積拡大によりまして手

が回らないということで、平成２３年度から各自治会、農業団体等にお知らせをしまして種代

等の補助をして、今お話が出ていますように、面的な状況ではなくて、集落ごとに点在型とい

う形でやってきております。それらに関しましては、今、御指摘のように、烏山線沿線におき

ましても、菜の花にしても、ヒマワリにしても、植えるに関しましては飼料用稲とは違う土壌

でないと花は咲きませんので、その辺も面的な精査をしていきたいというふうに考えています。 

 予算的には、ヒマワリ、菜の花につきまして、２２団体で２９万４,０００円ほどの補助を

市単独補助でございますが、実績としてはそのような状況でありまして、平成２５年度の話を

しますと怒られますが、同額の予算計上をさせていただいて実施していくというような形で今

考えております。 

 以上です。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  わかりました。この旨の事業費としましては、平成２３年度は８０万

円、平成２４年度は５０万円ということで計画され、今の課長の答弁ですと２２団体で２９万
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円程度の実績になるのではないかなという見通しをお聞きしました。ですから、農務サイドだ

けの事業としては、私の言っているこの新型車両の導入に伴っての活性化策には到底なり得ま

せん。そこで、くどいようでありますけれども、５カ所ぐらいの地域を絞り込んで、人を人選

して、そしてこちらから強い働きかけをもっていかないと到底できないのではないかなと思わ

れます。 

 先ほども言いましたが、市長がもう数年来全市花公園構想ということでメーンの事業として

申されていることでもありますので、この機会をぜひとも生かすためにも強い取り組みが欲し

いなと思うことから、質問に挙げさせてもらった次第であります。次の関連もありますので、

まとめて最後にまた申し上げたいと思いますが。 

 駅周辺の美化、当然花化することも美化であります。現在は草刈り程度をやられているとい

う先ほどの説明もございました。駅周辺と言ってもいろいろあります。駅舎の美化からいろい

ろあるわけであります。先日、長野の小海線に仲間の先生方と一緒に視察してまいりました。

あそこには２９ぐらいの駅があるそうでありますが、有人の駅は４つかそのぐらいしかなくて、

あとはほとんどが無人の駅ということであります。 

 乗ったのは新幹線の駅佐久から乗ったわけでありますが、新幹線佐久駅は当然立派な新しい

駅でありますけれども、この小海線の乗り場は新幹線と同接しておきながら無人駅であります。

それでも、乗車場所などは非常にハイブリッド車のイメージをしつこく印象づけられるほど、

駅舎内外に表示されております。何も佐久駅に限らず、順に進みますと各駅もそんな状況であ

ります。 

 そのハイブリッド車両、うらやましく思いながら乗ってきたわけでありますが、それ以上の

電車が新型車が走るということであります。ハイブリッド車はあくまでもハイブリッドであり

ますので、発車するときはバッテリーで発車するので静かであります。しかし、走り出せばバ

ッテリーもちませんので、ディーゼルエンジンをかけて走るということで、その後の騒音は烏

山線ほどではありませんけれども、かなりの騒音もあります。 

 それが、スタートから到着まで電化ということで、電線のない架線のないところを電車が走

るわけでありますので、静かなのかなという期待が持てるわけであります。何回も繰り返しま

すが、ぜひこの機会を利用してほしいということであります。 

 あわせまして、駅の名称なども七福神のイメージ等もありますけれども、先ほど言いました

が、例えば１つの例であります大金いかんべ駅とか、滝龍門の駅とか、烏山山あげ駅とか、こ

ういったこともＪＲと相談して、一番印象に残っているのは山形の東根駅でありますが、あそ

こは何とさくらんぼ東根駅というんですね。そういうことで、いろいろアイデアを出して取り

組み、総合的にどうかなと考えます。 
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 あと駐車場の整備につきましても、繰り返しになりますが、烏山駅の駐車場も平成２３年度

の予算に載っていたんですが、全く整備されていない、以前のとおりという状況であります。

あと案内板等もとても十分とは言えない状況かなと思います。それらをひっくるめて再度お願

いできればと思います。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  全般でございますので、私のほうからお答えをいたします。ＪＲ烏山

線は本市に５駅、実はございます。そういう中で、いずれもこのスマート電池くん活用型の電

車がとまるということになりますので、そういった烏山駅を初めとするこの市内５駅の駅周辺

の環境美化は当然必要でございます。また、その周辺の花公園構想も進めていきたいと思います。 

 そういう中で、このＪＲの大宮支社ともやはり連携、協調していかなければなりません。あ

るいは県との連携も必要になります。そのようなことで、スマート電池くん活用の再来年のこ

とを機に、ＪＲ大宮支社、栃木県当局、あと民間の地元の観光協会、商工観光協会、商工会、

農協、そういった各種団体とも連携を組む必要がございますから、そういったところを十分配

慮しながら対応をしていきたいと思います。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  前向きに取り組むというお話は再質問の都度いただいております。こ

れを具体的に、とにかく平成２５年度には起こしてほしいというのが最大の願いであります。

たまたま花ということで農政課長にちょっと意見を申し上げましたけれども、何も農政サイド

だけでできる問題ではありません。烏山線の問題は総務課もかかわり、観光客の誘致という面

では商工観光課もかかわるわけであります。 

 市長は前向きに努力するという方向性だけは姿勢は見せていただきましたが、どうか総合政

策課長あたりが中心となって、平成２３年度に何か起こしてほしい。起こすためにはもう来月、

再来月の予算編成の中で何か位置づけをはっきりしてもらいたいという思いがあるわけですけ

ども、それらに取り組むかどうかの考え方だけちょっとお聞かせいただければと思います。 

○議長（中山五男）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  ただいま御提案いただきました件につきましては、関係課で

今後協議をしてまいりながら、平成２５年度予算編成に向けましては熟度の高い事業の手法を

検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  これ以上申しても数字的なことは一切出てこないと思いますので、ぜ

ひとも取り組みを形として起こしていただきたいということだけ申し上げたいと思います。新

聞にも２回ほど出ました。ＮＨＫのテレビでも出ました。ＮＨＫのラジオでも放送されていま
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した。全部聞いたり見たりしたわけでありますが、とにかくめったにない話題性の電車がここ

へ持ち込まれるわけですので、多分今、宝積寺どまりの電車も架線のあるところも走らないと

充電の関係もありますので、宇都宮駅直接乗り込みがふえるのかなと。あるいは１００％そう

なるのかなという期待も持っているわけであります。 

 そんなことで、この開発に携わった方のメッセージなども新聞にございましたが、とにかく

沿線の人へのメッセージということで、自然が豊かな地域を走る環境にやさしい電車を生活の

足としても使ってほしいということで、開発した人たちも、幅広く乗っていただければ次の展

開にもつながりますというメッセージを出されております。それに応える意味でも、地元とし

て取り組みを、今度は返礼のつもりで具体的にこんなプランをもってやっているんだというこ

とを形であらわしてもらえればと思います。 

 当然市長が申されたように、ＪＲ大宮支社あるいは上部行政団体との協議が必要であります

けれども、その中で定期的なそういった協議の場的なものをつくっていけば、決して相談に乗

ってもらえないということではないかなと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。

これに関連する質問等は次の議員も持っているようですので、私の抜けているところたくさん

ありますので、後は次に委ねたいと思います。 

 次に、２番目の項目に入らせていただきます。国道２９４号の整備でありますが、どうも市

という立場、市道ではありませんから、国が国道であります県の管理ということで要望、お願

い以外には方法はないのかなという答弁にとらせていただきました。何年も繰り返しておられ

るわけであります。逐次少しずつは、それが形となって帰ってきておろうかと思います。

２９４号の建設、期成同盟会３県１８市町がかかわっているということで、当市でも負担金を

毎年６万７,０００円払っていると思います。これらの活動内容をちょこっと触れていただけ

ればと思います。要望だけならばともかく、あるいは総会程度の行事なのかなという想像すら

我々にはできないんですけれども、ちょっとどんな内容なのか説明いただければと思います。 

○議長（中山五男）  福田都市建設課長。 

○都市建設課長（福田光宏）  私のほうから国道２９４号の期成同盟会の活動内容を御説明

させていただきます。期成同盟会の会長は福島県の白河市の市長が会長をやっております。毎

年東京で総会をやった後、国土交通省に要望書を持って活動しております。あと官邸の国会議

員の方にも要望書を提出しております。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  非常に広域な道路を管理している関係で会合等も東京でということで

あります。要望が９割以上の仕事かなということは重々理解もできるわけでありますけれども、
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とにかく車社会で危険な場所ばかりであります。旭交差点、八ヶ平、野上、それぞれ直近では

先月の９日にも地元の自治会長ともども要望活動をされているようであります。土木事務所の

事業量の問題もありますので、存続にもその話には話をつなぎたくありませんけども、かかわ

る問題かなと思われますので、次期対策ということで今まで以上に強い取り組みをお願いでき

ればと思います。 

 次に３番目の学校行事につきましては、日程の話で単純な御質問でありました。教育長のほ

うでは事故防止にいろいろな対策をとりながら、万全の対策をとりつつ現状の日程で進めるの

かなという意味にとらせていただきましたが、本当に１週間でも２週間でも、中学校の運動会

のときはもうどうしようもない暑さだったんだけれども、１週、２週ずれて小学校の運動会に

なると幾分違うな。暑さも和らいだなという印象も受けるわけであります。あとの音楽祭とか

文化祭とか行事はぎっしり詰まっているんだと思いますけども、再度日程をずらすような考え

はないのかどうかが１点。 

 それと、通告してはおりませんけれども、同じスポーツ関係の市民運動会などことしは雨で

延期になりました。延期ではありません、中止になりました。多分二、三年前に中止があった

かなと記憶しているんですけれども、これらも地域によっては選手選考や何か段取り、いろい

ろなエネルギーを使って地域の役員さんたちがやっているわけでありますが、大体体育の日前

後は連休になるようになっているんですよね。ですから、連休の初日に当初計画をすれば、天

候によって次の日に順延という方法もとれるんじゃないかなと考えるんですけども、何か障害

があってできないのかという思いもあります。 

 そんなところは考えられるのかどうか。また、検討したんだけれどもこういう障害があって

だめなんだといったようなところをあわせて説明をお願いできればと思います。 

○議長（中山五男）  池澤教育長。 

○教育長（池澤 進）  日程変更については考えていないのかということでございます。現

在、桜の花散る春に小学校３校、中学校１校、計４校実施しています。また、秋に中学校１校

実施してございます。残暑が残る晩夏に小学校２校、中学校１校、計３校が実施しています。

私も議員同様に心配しております。今年度、特に大規模の小学校では、滝付近にある機械設備

のリース会社から散水車を２台借りまして、練習時から本番に散水し、暑さ、ほこり等をしの

いで実施した経緯もございまして、これは私も了承いたしました。 

 ただ、議員同様に、残暑のこういう暑さでございますので、私のほうから直接公聴と話をし、

次年度の教育課程を変更するというのはなかなか難儀なところもありますが、子供の健康とい

うこと、万が一ということを考えながら、十分協議をしてくれと指示してございますので、

折々学校では真剣な対応がなされるのではないかと期待しております。 
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 以上でございます。 

○議長（中山五男）  川堀生涯学習課長。 

○生涯学習課長（川堀文玉）  ただいま市民運動会の日程等についての御質問をいただきま

した。確かにここ３年で２回ほど雨天で中止ということでございますが、市民運動会は体育の

日を挟んだ３連休の中日の日曜日に開催するというようなことで日程を決めさせていただいて

おります。次、月曜日がお休みではございますが、今、民間企業等は月曜日勤務というような

会社もございまして、やはり日にちをずらすと、なかなか選手招集にも不便を来すというよう

な御意見もありまして延期という措置をとってきませんでした。確かに、各自治会等ではお昼

の準備等もろもろの準備等で大変ではあるのかなとは承知しておりますが、やはり選手招集の

点等も考慮しますと、逆に順延でいいのかというところもありますので、また、運営委員会等

で十分検討させていただければと思っています。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  おおむね理解いたしました。体育行事、管理者の学校長を初め大変な

スケジュールの中での行事だと思われます。これ以上は申しませんけども、くれぐれも事故防

止、運動会の開催中に救急車が校内に入るといったようなことが起きないように祈りながら、

やってもらいたいと思うわけであります。 

 何度か運動会等も出席させてもらっていますが、保護者の方たちは校舎の後ろのほうへ行っ

て日陰の中でお昼を待っているといったような風景も、かなり暑い盛りには見受けられます。

子供たちを見ているんじゃなしに、お昼だけ持って校舎の陰で時間を待っているんだという風

景を見ると、ちょっと無理もあり、また寂しいような感じもしたものですから、取り上げさせ

てもらいました。 

 市民運動会についても、生涯学習課はもちろんだと思いますけども、体協が主体の事業かな

と思われますので、いろいろ事情はあると思います。３連休の中日目安という申し合わせがあ

るらしいですが、３連休の初日に計画できれば２日目にもできないのかなと。素人的な考えも

あります。十分大勢ごとでありますので個人の意見だけでは通らないと思いますが、なるべく

ならせっかく臨むために準備し、気もある程度盛り上がって当日を待っているのが、ぱっと中

止だということで寂しさもあるのではないかなと思われます。日程を変えるというのは一長一

短あると思いますけれども、そういった意見も含めていただいて、運営にあたっていただけれ

ばなと思います。 

 ４点目のグラウンドゴルフ場の整備については、先ほどの答弁ですと施設は充足していると

いうことですので、すぐに整備という考えは費用もかかるので持っていないというはっきりし

た答弁がありました。１３団体があるということでありますけども、競技人口等は何名ぐらい
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を推定しているかお聞きしたいと思います。 

○議長（中山五男）  川堀生涯学習課長。 

○生涯学習課長（川堀文玉）  ただいま市長答弁で１３団体と言いますのは、市の施設を利

用している団体が１３団体ということでございまして、競技団体はいきいきクラブ等を中心に

約４０団体市内にございます。競技人口ということで細かい資料はございませんが、推計で申

しわけございません。約１,０００名から１,２００名程度の競技人口がいると推測してござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ４番渡辺健寿議員。 

○４番（渡辺健寿）  １,２００名程度が推定されるということであります。競技人口とす

れば本当に市内のいろいろな団体があっても、一番多いんじゃないのかなという感じがします。

参加予備軍はずらっとこれから世の中にいるわけでありまして、そんなことから充足されてい

るという解釈のようでありますけれども、中にはやむを得ず我慢して、この範囲内の競技でや

っているという部分も表に出ない数字がかなりあるのではないかなと思われます。 

 それと、何よりも高齢者が多いわけでありまして、空いているところがあると言っても、近

くならともかくちょっと遠いところだとどうしても避けてしまうという傾向もあろうかと思い

ます。充足しているかどうか、再度十分検証されまして、次の対策が打てればぜひとも、これ

は来年とは言いませんけれども、そういった洗い直して計画を立て直していただければありが

たいなと思います。 

 ５点目のデマンド交通につきましては、オープンして２カ月経過しただけであります。

１０月の実績等が先ほど報告ありました。ちょうど昨日ですか、茂木町の新聞記事がありまし

た。茂木町では全庁内一斉にエリアを５つということなものですから、昔の旧町村単位にエリ

アを設けているのかなと思われます。茂木、坂川、須藤、那珂川あるいは庁内ということであ

ります。 

 こちらは丸１年経過しているようであります。したがいまして、１日の平均延べ利用者、す

ばらしい数字が出ております。７９人とか目標の６２人を全ての月で上回っているということ

のようであります。 

 公共交通との重複を避けながらという計画で本年スタートされたかと思いますけれども、公

共交通網、６月に申しましたが、全くないというわけではなしに、あるが若干少ない地域でと

いうことで、ことしの１０月に開始されたかと思います。 

 公共交通網、いろいろあります。乗客減、しかし、乗りたい人はたくさんいるわけでありま

して、免許のない方、あるいは障がい者の方、それらを含めて今年度末までには方向性を示さ
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れるということでありますので、方向性の中で内容のもっと充実された方向性になるよう期待

して質問を終わりたいと思いますが、最後に市長、一言まとめる意味で考えをお願いしたいと

思います。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  デマンド交通については、市内の交通空白地帯、実証実験という意味

で１０月から南那須区域に導入いたしました。１１月の報告では、１０月までが７.２人と聞

いておりましたけれども、１１月の実績は１０人というふうに着実にふえているという報告を

受けております。 

 確かに、これからの超高齢化社会を迎えるにあったてのデマンド交通は有利な事業であると

認識をいたしておりますので、今の烏山地区に走っております公共交通、こういった再編と連

携を絡ませながらデマンド交通の導入に向けて検討していきたいと思っておりますので、その

方向性は年度内に出してまいりたいと思っておりますので御理解いただきたいと思います。 

○４番（渡辺健寿）  終わります。 

○議長（中山五男）  以上で４番渡辺健寿議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

○議長（中山五男）  休憩前に引き続き再開をいたします。 

 通告に基づき、２番川俣純子議員の発言を許します。 

 ２番川俣純子議員。 

〔２番 川俣純子 登壇〕 

○２番（川俣純子）  こんにちは。２番川俣純子です。今回、４つの質問を考えてきました。

しかし、最初の質問の烏山線については、かなり渡辺議員が質問され、私の出る幕はないのか

なと思いますが、レポートとして質問文を書いてきましたので、私は私なりの解釈で市長にぶ

つけたいと思います。 

 来年は烏山線開業９０周年になります。昨年の８８周年はＪＲ主体のお祝いでした。山あげ

祭の時期にあわせ式典をし、市長、商工観光課、私たち議員、山あげの御拝によるお迎え、軽

トラック市を烏山の駅前で披瀝、観客を迎えました。しかし、駅に着いたお客様を歓迎したに

もかかわらず、烏山駅にはスイカという今はプリペードカードで電車に乗る時代です。しかし、

そのプリペードカードで入場された方の精算ができる機械がありませんでした。 

 それで、みんなで待っていましたが、なかなか乗客は降りて来ず、どういうふうに式典を始
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めていいのか、皆さんとまどって、そして始まった段階では観客は横のほうから逃げていき、

ばたばたばたばたとした間の悪い式典でした。 

 また、その式典はほかの駅ではやっていません。大金駅、ましてや小さい無人駅では全くそ

ういうイベントはなかったようです。また、大宮支社の職員の方々は思い入れが多く、折り鶴

８,０００枚も使って烏山線が龍門の滝の上を通過するタペストリーを大きくつくってくださ

いました。３メートル掛ける３メートルでしょうか、しかし、今、そのタペストリーはどこに

あるのでしょう。烏山線のものです。烏山の線のためにつくっていただいたものが、現在は宇

都宮駅の外れ、９番、１０番ホームの一番北側にあります。烏山線に乗る方は多少見る方がい

らっしゃるかもしれませんが、ほとんど気づかれることがありません。せっかくのイベントの

ときに力を込めてつくっていただいたものが悲しいものです。 

 そこで１つ、来年の烏山線開業９０周年のイベントを、市としてどのように考えているか。

市としては前回は特別８８周年は何もしていません。せっかく烏山線の廃業を阻止しよう、電

化をしよう。そういうふうに考えているにもかかわらず、何のイベントもしなかった８８周年、

それに対して９０周年はいかがでしょうか。 

 まして、先ほどまで渡辺議員が食い下がり、蓄電池式スマート車両が烏山線に導入されます。

その前年度にもあたります。そのためにも、ぜひこの烏山の駅、烏山沿線、大金駅も含め、皆

さん市民全員が烏山線を喜んで受け入れている。そのようにしたいと思います。 

 烏山線利用向上推進委員会で研修にいきました長野の小海線では、平日にもかかわらず多く

の乗客がいました。それは、ただ利用しているだけではなく、観光客、また渡辺議員もおっし

ゃったように鉄道マニアの方がかなりいました。中からも写真を撮り、トイレの中ものぞき、

新しいものがかなり入っていました。 

 そこで、地元でもきっと紹介すると思いますが、蓄電池式スマート車両が導入されますと、

それをどのように市としてはアピールし、また、その後の利用としてどのように考えているの

か。それを伺いたいと思います。 

 ２つ目は、山あげ祭についてです。山あげ祭は猛暑の中、市の職員の方々、皆さんのおかげ

で毎年駐車場、そして御案内と、皆さんの手を借りて山あげ祭は成功しています。しかし、山

あげ祭というのは１００人以上の若衆、そして手伝いの人たちで運営しております。本年度は

中町が運営をできないと休業しました。そんな中で、ぜひ市によって山あげ祭の手伝いをする

人員の管理、それをしてほしいと思っております。 

 高校生、大学生、一般の方の登録管理はできないか。今までは確かに各旧町内の６年おきに

なる世話人さんが始めてその人たちを募集し、管理してきました。しかし、次の年には生かさ

れません。町内が違うからです。それをもし、市で行っていただければ、次の違う町内でも出
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たい方はそのまま使ってもらえるわけです。まして、データとして残っていれば、３年後にで

もその人に声をかけることができます。そのようなデータ管理は烏山の今の山あげのシステム

ではなかなか難しいので、ぜひとも市としてそういう体制を管理をしていただけないかと思っ

ております。 

 また、なぜか、意地悪なのか、不正がおきるから心配なのか。烏山高等学校はこの烏山にあ

りながら、祭典中に補講、模擬試験の日程をわざと当てています。これを、市長、ずらしても

らえることはできないでしょうか。私個人からではなかなか言えません。同窓会のほうも力を

貸してくれると思いますので、ぜひともそれもお願いしたいと思っております。 

 また、世話人の皆さんからお話を聞きますと、祭典中の道路許可を警察からいただくことが

一番難しいそうです。道路をもらう。これは本来は市の役割です。道路というのはみんなのも

のですからね。ただ、本当はお金を払うとかそういうのではなく、交通安全に、そして交通の

不便がないように警察としては図りたいために申請が必要なわけです。しかし、烏山の山あげ

の場合は、本当番、そして渡御、環御、子ども神輿、その他いろいろな御神輿関係、お祭りの

イベント、その皆さん担当者が直接警察と各々に交渉しています。それは市で一括にはできな

いか。市で窓口を設け、そこにまず皆さんで交渉し、地図に色をつけていく。それをしてから、

市のほうで警察に諮っていってもらえれば、その後の手直しは各々のところに持ち帰りしてい

ただけるようになると、運営は早くなる。そして、次の世代の人のお祭りを担当する方もやり

やすくなってくるのではないかと思います。 

 例えば市長がやれと、そういうわけではありません。商工観光課、観光協会、実行委員会、

山あげ保存会、そういうところではできないでしょうか。実行委員会の委員長は市長ですよね。

ぜひともそれもできないかと思っております。 

 ３つ目は、私ごとでありますが、歯科保健条例についてです。今、全国の都道府県で歯に関

する条例の制定が進んでいます。栃木県でも昨年に県で条例ができました。しかし、実際の制

定、実行していくのは市町村になります。栃木県内では日光市が既に歯科条例を制定していま

す。歯科条例と言いましても、これは私は自分の仕事なのでわかりますが、それは何と、確か

に思われると思います。 

 そこで、少し説明させていただきます。最近の報道で歯周病と体の病気の関係を聞きません

か。特に、「ためしてガッテン」いろいろな番組、健康番組ではよく出てくると思います。お

口の健康は全身の健康、心臓病、糖尿病、肺炎、認知症、今話題になっているのは胎児の低体

重、早産の原因が歯周病であると大分言われてきています。 

 そのため、子供のうちから虫歯の数を減らしていくよう教育し、また、学校でも歯ブラシの

時間をとっています。先ほど言ったように、肺炎とかが起こらないよう、老人施設などでは入
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れ歯の清掃、歯磨きを本人に必ずさせたり、できない方は職員が磨いてあげたりお掃除をして

います。 

 そういったところは肺炎やインフルエンザに感染する率がかなり低くなっています。これは

自分個人のことですが、１人の患者さんで鬱病でした。おうちから出るのもちょっと嫌になっ

ていたような方が、うちに来て正直言って入れ歯を入れにきました。来るのも嫌がってなかな

か来なかったのが、入れ歯が入った途端にお仕事に復帰しました。やはり人間て自分で食べる

ようになる、人前で笑えるとなると、随分気持ちが変わってきます。そういうこともあります。 

 定期的に歯科健診を受け、虫歯の進行を抑え治療をする。そして、歯周病の進行、歯周病と

いうのはよく昔言った歯槽膿漏ですね、歯肉の病気です。それも抑えられ、先ほど言ったよう

に歯周病が抑えられると全身の病気の予防にもつながります。何といいことなんでしょう。結

局医療費全体が下がるということです。こんな経済のない国保が毎回大変な地域には、朗報だ

と思いませんか。そのため、全国で条例が推進化されています。 

 そこで、本市においては、この歯科条例に対する対応、まして現在の状況はいかがなってい

るのか伺います。 

 最後に、訪問看護についてです。本市でも訪問看護師の組織ができました。入院や施設に入

所するのではなく、自宅にいて定期的に看護師さんに見てもらう。市としては一番ありがたい

ことだと思います。施設を建築するのではなく、看護師さんを育てればいいわけですから。 

 先日の本市での介護予防大会、１１月２６日でも訪問看護の必要性が随分うたわれていたと

思います。また、病院に勤務するのではないので、看護師さんも自分の仕事の時間を選べると

いう利点もあります。子育て中の方や自分も親を介護している方でも、自分の親がデーサービ

スに行っている間とかでも、そのあいた時間に自分の看護師としての仕事ができます。 

 栃木県知事は今回訪問看護に力を入れていくと、選挙中に宣言なさっています。市ではどの

ような支援、そしてどのように進めていくのかを伺いたいと思います。 

 これで１回目の質問とします。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇〕 

○市長（大谷範雄）  ただいまは２番川俣純子議員から、烏山線開業９０周年に対する市と

しての対応について、山あげ祭について、歯科保健条例について、そして訪問看護について、

大きく４項目にわたりまして御質問をいただきました。その順序に従いましてお答えを申し上

げます。 

 まず、烏山線開業９０周年についてお答えをいたします。市としての計画であります。那須

烏山市の発展に大きく寄与しております烏山線、来年４月１５日、全線開業９０周年を迎えま
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す。また、翌２６年春には、御指摘のとおり蓄電池駆動電車システムを採用した新型車両の導

入が計画されるなど、かつて烏山線廃止の危機に際して、官民一体となって存続のために取り

組んできた歴史を思いますと、喜ばしい限りでございます。 

 昨年の開業８８周年では、ＪＲ東日本大宮支社を中心に、市や関係機関が一体となって取り

組みましたが、東日本大震災の影響がまだ大きく残り、一部イベントを見送ったほか、川俣議

員御指摘のように、準備不足も否めない。こういったこともございました。 

 今後は来年の９０周年、新しい蓄電池駆動車両の導入と記念すべき節目の年を迎えますので、

ＪＲ東日本大宮支社、観光協会等の関係機関と協力し、記念イベント等の開催について検討し

てまいりたいと考えております。その１つとして、現在ＪＲグループが全県での取り組みを検

討しておりますいわゆるディスティネーション・キャンペーン、略ＤＣと連携したＰＲ事業も

有効ではないかと考えております。 

 このディスティネーション・キャンペーンは、ＪＲグループ、旅客６社と指定された自治体、

地元の観光事業者等が協働で実施をする大型観光キャンペーンで、栃木県では平成１１年に実

施をされた経緯がございます。 

 次に、蓄電池駆動車両導入のアピールについてであります。ＪＲ烏山線に導入予定の蓄電池

駆動電車は、国内初、世界的に見ても先進のシステムで、当市と同じような課題を抱える行政

機関や関連企業、電車愛好家のみならず、多くの市民、国民が注目をしております。 

 ＪＲ東日本では、エコ列車、いわゆるハイブリッド車として烏山線を全国にＰＲをする意向

もありますことから、市としては積極的に協力をして、エコに注目した環境に優しい、フレッ

シュさをアピールした施策を検討する一方で、ホームページ、新聞、鉄道雑誌を初めさまざま

な媒体を活用してアピールをしてまいりたいと考えております。 

 山あげ祭についてお尋ねがございました。山あげ祭に対する市の今後の取り組みでございま

す。まず、手伝いをする人の登録管理、インターネットの管理についてお尋ねがございました。

国の重要無形民俗文化財山あげ祭は、本市の貴重な文化遺産でありまして、重要な観光資源で

あります。時代の変遷や社会情勢の変化等により、若衆や財源の確保等々山あげ祭の安定した

実施を図る上で深刻な状況にありまして、解決しなければならない課題もございます。 

 川俣議員の御提言は、まさに山あげ祭に欠かせない主役とも言える若衆の確保であろうと思

います。９月議会定例会の一般質問でも平塚議員にお答えをしたところでありますが、この件

につきましては、各町それぞれのやり方や対応を十分尊重しながら、関係機関、団体と協議し

ながら、特に若衆の受け入れ体制、宿泊の問題やら宿泊からの送迎、費用負担などを整理した

上で、山あげ祭ボランティア人材バンク創設に向けた調整の中で検討してまいりたいと考えて

おります。 
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 次に、烏山高校について御質問がございました。私自身、地元高校生らしい若者が、若衆と

して活躍される場面を何度か目にしたことがあります。この件に関しましては、川俣議員の御

提言を踏まえ、各町お祭り関係者や山あげ祭実行委員会の協議の場で合意形成を図りながら、

学校側に申し入れたいと思っております。 

 次に、祭典中の道路許可申請について御質問がございました。山あげ行事は、１日に数回移

動する行事でございまして、そこに神輿が加わると交通規制は複雑化をしてまいります。警察

には多大な御労苦をおかけいたしております。一方、道路使用許可申請に際しましては、詳細

な打ち合わせが必要となりまして、各町世話人が細心の注意を払って対応しているものと思わ

れます。これは一般通行者はもちろんでありますけれども、若衆を初め祭りの運営主体や観光

客の安全を十分に確保するためでございます。 

 川俣議員の御提言は十分に理解はできます。行事の詳細なコースや運営責任者との関連など、

祭りの中心となる当番町と許認可権者の間に第三者が入ることで、安全確保に問題が生じない

かなど、十分な整理と調整が必要でございます。今後は御提案を関係機関と調整をして、実現

の可能性について研究をしてまいりたいと考えております。 

 歯科保健条例についてお答えをいたします。栃木県では歯と口腔の健康づくりを推進し、生

涯にわたる健康の保持、増進に寄与することを目的に、栃木県民の歯及び口腔の健康づくり条

例を平成２３年４月１日に施行いたしました。これに基づき、翌平成２４年度には、県歯科保

健基本計画が策定されております。 

 本市では平成２４年度に、なすからすやま健康プラン（後期計画）を策定しておりますが、

御質問の歯科保健条例の制定には至っておらず、県内１４市では唯一日光市が平成２３年７月

に制定をいたしております。 

 本市の歯科保健の取り組みは、妊娠届け時の保健指導に始まり、乳幼児、児童生徒の歯磨き

教室、いきいきサロンにおける高齢者の歯の健康教室に至るまで、各年齢層にわたる事業を展

開しております。しかし、４０歳から１０歳刻みで勧奨しております歯周疾患検診の受診者は

わずか１％であります。歯の喪失予防に重要な年齢層への対策が今課題であります。 

 全身の健康は歯や口腔の状態に大きな影響を受けますことから、自分の歯でかむことは健康

づくりに極めて重要であります。このため市民みずからが歯の健康づくりに努力をし、年齢に

合わせた適切な保健医療等を受ける体制を整備し、保健、医療、福祉、教育等の関係者が相互

連携協力することで、市民の健康を守るため、御提案の歯科保健条例制定に向けて検討してま

いりたいと考えております。 

 今後とも歯科保健の重要性を認識し、事業の強化を図りますとともに、歯周疾患検診の受診

率向上、壮年期の歯磨き指導、歯間清掃用具の使用への普及啓発活動等に取り組んでまいりた
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いと考えております。 

 訪問看護についてお答えをいたします。訪問看護は、可能な限り在宅での生活を継続し、自

立を支援するため重要な役割を果たしているものと認識しております。本市は、県内１４市で

唯一の空白地帯でありましたが、ことし５月に民間事業者が訪問看護ステーションを開設し、

期待が寄せられているところであります。 

 この訪問看護ステーションは、介護保険のみならず医療保険にも対応しておりまして、寝た

きりを余儀なくされた要介護者に加え、障がいや難病等によります在宅療養者、がんの終末期

看護に至るまでの訪問看護を行っておりまして、利用者もふえているところであります。 

 そのほか那須南病院におきましても、那須烏山市と那珂川町在住者で那須南病院で通院する

人を対象に、毎週１回、これは水曜日の午後でありますが、訪問看護を実施いたしております。

さらに３カ所の市立診療所におきましても、今後訪問看護との連携について検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上のように、本市におきましても、関係機関、団体等の努力によりまして、訪問看護の体

制が少しずつではありますけれど整いつつありますが、一方で民間事業者の訪問看護ステーシ

ョンにおきましては、課題も浮き彫りになっております。最も大きいものは看護師不足であり

ます。病院の看護師不足も深刻でありますが、設備の整っていない自宅での看護技術の提供に

不安を抱える看護師が多いと聞き及んでおります。 

 ２つ目には対象区域が広く人口密度も低いために、訪問看護先までの移動時間が長く、効率

が非常に悪いことだということであります。場合によれば、看護時間よりも移動時間のほうが

長いケースもあると聞いております。 

 ３つ目には、運営資金の問題であります。ある程度の利用がないと採算面の運営が成り立た

ないと聞いております。 

 このように訪問看護ステーションの運営にはさまざまな課題もございますが、民間により設

置をされた事業でございます。市といたしましても、関係機関、さまざまな事業者と積極的連

携を図り、支援、育成を進めてまいりたいと考えております。また、在宅医療や看護について

市民の意識改革を図るような取り組みも進めてまいりますので、御協力を賜りますようにお願

いを申し上げます。 

 以上答弁終わります。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  ９０周年に対しては少しやっていただけそうな気はしてきましたが、

予算はつかないかな。予算はつくのでしょうか。それとも、どのような、予算を少なくしてや

ろうとしているのか。いかがなんでしょうか。できたら、具体的に大金駅も含め烏山駅もどの
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ぐらいの時期に、例えば開通の日からすれば４月１５日にどちらの駅でも何かイベントをする

のか。それとも、前回のように山あげ祭とかいかんべ祭とか、例えば一番いいのはこのイルミ

ネーションのときなどに当てると、やはりお客さんも来るし、どうなのかなと思っているんで

すが、市長、いかがでしょうか。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  やはり市の事業として前向きに検討していきたいと思いますが、何と

言いましても、ＪＲ大宮支社、そしてそれを管理する宇都宮駅、烏山駅、そういった関係者の

理解がどうしても必要でございます。さらに観光協会を初め商工会等地元のそういった団体と

の連携も必要でございますので、そういった協議の場において検討していきたいと思っており

ます。 

 具体的な予算化の問題につきましては、これから総合政策課長を主といたしまして、この予

算の枠組みを各課からすい上げてまいりますので、その中でよく検討するものだと考えており

ます。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  ありがとうございます。少し予算がもらえると。そうなると、少しは

違うかなと思っております。駅からハイキングも、先ほど市長がおっしゃったように、いろい

ろイベントをやっていただいています。そういうときにもやはり９０周年、そして烏山線をそ

れだけ長くやっているということが乗客の方にもわかってもらえるとありがたいと思います。 

 また駅からハイキングの方の参加者の方から言われていることがあります。山あげ会館がス

タートになっております。最初にスタンプをもらうそうです。その山あげ会館がまず見つから

ない。駅からせめて山あげ会館の間、その期間中ぐらいのぼり旗を立てる。そういうふうなこ

との協力はできないのか。 

 なぜかというと、そのときだけではないと思うんです。そば祭、そして今はおひなさまを飾

っているときもあります。５月人形ですね、そういうとき、山あげ祭のときでも、のぼり旗が

ある。少しは駅からお祭が始まっていると、駅から烏山の観光が始まっているという窓口に今

はなっていないような気がします。 

 せっかく烏山の駅に降りて、皆さん、お客さんが乗客の方がまず聞くのは交番だそうです。

こういうイベントがあると思って来ました。どうですかと言われて、警察の方はおまわりさん

もわからないと。ましてや聞いていませんと確かに言われるそうです。それで、タクシーの運

転手さん、駅員さんに聞いても知らないなと言われるそうです。 

 せめてそのときぐらいは、ＪＲの駅にポスターを張る。そして山あげ会館ぐらいまでは案内

図というか旗を立てる。ましてや駅には、おひなさまのときなんかは、地図をちゃんと置いて、
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職員の方にもお手数ですが配布していただけないかと頼むとかというのは、できないものでし

ょうか、観光課長。いかがでしょうか。 

○議長（中山五男）  髙橋商工観光課長。 

○商工観光課長（髙橋 博）  お答え申し上げたいと思います。ただいま川俣議員から御指

摘がありましたとおりと私どもも当然認識しております。烏山駅を降りて、確かに山あげ会館

までの案内板も何もないという状況でございまして、これらにつきましては、先ほども議員か

ら質問がありましたように、駅周辺の環境美化等に関連するものと考えておりまして、これら

につきましては、早急に観光協会、また関係者と相談して、駅周辺のそういった整備、また御

指摘のようなものも十分に今後早急に検討してまいりたいと思っております。 

 あと９０周年の要望も出ておるのかと思いますが、これにつきましては、ＪＲのほうに実は

９０周年イベントどうなのかということで、実は問い合わせして聞きました。現在の状況はま

だ今検討中であるということで、８８周年のイベントのように盛大にやるかどうかは今検討中

ということで、またうちのほうにはそういったオファーはございません。ただ、正式にこうい

ったイベントが開催されるというＪＲのほうから協議がありますれば、十分に市としても一緒

に協力してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  微妙ですね。なるべく市独自でもいいことだと思うんですよ。だから、

なるべく活動というよりは、イベントをもっていって烏山線にもせっかくその次の年には全国

でも珍しい、世界的にも珍しいスマート列車が走ることになるのにはずみをつけていくような

ことをして考えていってもらえるようにしていく。それに対して渡辺議員のほうも駅の美化と

かそういうのがずっと出てきているんだと思うんですよ。その中で、せっかくやろうとしてい

ることをチャンスのときを逃してどうするんですか、皆さん。 

 ただの普通の年にやれと言っているわけではないので、ＪＲからだけではなく、本当に市か

らもっていこうと。もう何か大きいものを待っていたって小さい町なんて何もやってくれない

ですよ。みんな自分たちから発信していくように変えていきませんか。 

 せっかく向こうから天から降ってきたようなすばらしいものが、スマート電池の車両が来る。

それをわかっていて、その前の年が９０周年、何で利用しないんですか。せっかく楽しいこと

が待ち受けているかもしれない。観光客がふえるかもしれないという、はずみの年に何もしな

い。普通の年と同じにしちゃうんですか。それはやっぱりおかしなことだと思います。市長、

もう一度お答えをいただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 
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○市長（大谷範雄）  私もそのとおりというふうに発言したいところでありますが、いずれ

にいたしましても、スマート電池くん活用型のプレの年になるわけですね、１年前ね。そうい

ったところで、大きなイベントの前にはプレといういろいろなイベントはつきものでございま

すので、そういったことについては、全駅でということはなかなか難しいかもしれません。だ

から主要な駅ですね、そういったことについては市独自の施策を考えていきたいと思います。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  ありがとうございます。不安になってしまったので。また、先ほど渡

辺議員からも質問がありましたが、せっかく今度「るるぶ」という雑誌というよりは観光案内、

この那須烏山市だけのものができますよね。その中にソーラーパネルと蓄電池の写真を載せる、

イメージを載せる。要するに、確かに観光するのは来年になりますが、ずっとそれをしばらく

はそのパンフレットを使うと思うので、その載せるということは決まっているのでしょうか。

それとも、今現在あるものだけになっているのでしょうか。それはいかがなものでしょうか。 

○議長（中山五男）  髙橋商工観光課長。 

○商工観光課長（髙橋 博）  るるぶのスマート電池くんの登載ということでございますが、

これにつきましては、できればぜひイメージを載せたいなと、それは可能なんですが、載せる

に当たってはＪＲのほうの許可がありませんと載せられない状況でございます。そういうこと

で、早急にＪＲと協議して了解が得られればぜひ載せたい。また、パネルのほうも十分に検討

して載せたいというふうに考えております。 

 あと、先ほどから新しい電車のＰＲをどうするのかという御質問がありますが、実は直接は

関係ないんですが、先日の近代化遺産の洞窟でやりましたところに、シンガーソングライター

の歌手が来ていただいて、その洞窟で歌ったんですが、そのせきぐちゆきというシンガーソン

グライターなんですが、その方が２月６日発売で烏山線というＣＤを発売するんです。その発

表を初めて洞窟で聞いたんですが、すばらしい歌でございまして、本当に烏山線という題名な

んです。ですから、これらもこれからのＰＲに非常になるのかなと考えております。 

 また、同じように、卒業という歌もあります。これは烏山女子校をモチーフにした歌という

ことで、これらもタイアップしてＰＲできればいいなと今、考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  ありがとうございます。先ほど渡辺議員のほうからも出ましたが、駅

の周辺の美化というのも出ていました。その中で、私の中ではいいなと思っているのが、滝の

駅から洞窟までの間って今でも桜のかなり名所になっております。烏山線から来ると、かなり

見えるんですよ、桜の花が咲いているのが、トンネルを抜けてすぐに。そのところを逆に整備
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すればもっときれいな場所になり、滝の駅で降りて散歩というかハイキングしてもらえるよう

な路線になる。滝でも観光をしていただけるという全くないところを新しくつくるよりは、も

う既成でそれなりにきれいになっている桜のところとか、何かきれいなところを足していく、

保護していくというのも必要ではないかなと思います。 

 もう一つ、思っていることが、大木須とか横枕とか、川井とか、駅からは離れています。で

も、その辺できれいに花を整備しているところが何カ所かあります。そういうところに、今ま

で通っている市営バスみたいなのでこういうところもありますと案内していただく。例えば興

野と横枕、大木須はホタルを育成しています。逆に言ったら、夜のナイトツアー、烏山線を利

用したナイトツアーで、ホタルを見て帰っていただくとか、そういうツアーを考えていただく

とか、決して新しくつくるのだけではなく、既成でできているものをよくしていくという考え

方もできないものかと思います。 

 予算をたくさんもらうなら、逆に言ったら少ない予算で今までのものをよくしていく。まず

はそれを考えていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  御指名でございますので。確かに各駅には歴史的な遺産を初めそうい

ったところが随所にあります。鴻野山駅には長者ケ平があり、大金駅には歩く道づくりの玄関

口があり、滝駅には今言われたように龍門の滝を初めその洞窟までの、ちなみにそこの道路は

完全に整備をされましたので、あの歩道を使っていくことは十分可能でございます。烏山駅に

は、いろいろ烏山城を初め山あげ会館、そういったところもございますから、そういった今あ

る遺産を活用するのは当然だと思います。 

 そういったところを十分これからも各課で協力をしながら、オール那須烏山体制で進めてい

かないと、やはりこういったところは盛り上がらないと思います。そういったところをぜひ啓

発をしていただいて、那須烏山市の観光のこういった玄関口は礎とすべきだろうと思っており

ますので、市としてもでき得る独自の政策は打ち込んでいきたと思います。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  では、１問目の質問はこれで終わりにして、山あげ祭について質問を

していきます。まず、取り組みとして確かに今までの山あげ祭というのは４５０年の歴史があ

り、神社のものであり、ただ、山あげ祭自体は八雲神社のではなく付け祭りといって、神社本

来のお祭りの補助というか、そういう祭りになっております。その祭りに対して４５０年歴史

があるため、かたくなになっている部分がたくさんあります。 

 正直言いまして、私はすごい山あげが大好きで手伝いたいなと思っていましたけど、女はだ

めだとずっと言われていました。全く入れてもらえると思わなかったのに、何だか毎回遊びに
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いっていたら、入れてもらえちゃったんですね。そのおかげでこんなになっているのかなと思

うんですが。 

 ということは、必ず何かをすれば変えられる。ましてや今、かなり山あげ祭は瀕死の状態だ

と思います。それにやさしい手を差し伸べるのは市、そして皆さんの御協力だと思います。そ

のためにも、ぜひ先ほど言った人材バンク、ましや警察との折衝、そういうものをなるべく手

伝っていただける。そういうふうにしていけば、山あげ祭も存続できるのではないかと思って

おります。まずは、そこからお手伝いをしていただけるとありがたいと思います。これは答弁

は結構です。 

 次に、歯科保健条例のほうですが、歯科保健条例は、いろいろ今、現実に進んでいるのはわ

かっております。私自身が歯科医なので、歯の歯周病検診、節目検診をやっております。本当

に少ないです。那珂川町は２０名ぐらい、各歯科医院にいらっしゃるんです。でも、烏山は

１名か２名なんです。別に那珂川町が料金が安いわけではないのですが、歯科条例ができれば

それを無料化し、啓蒙する場をつくってもいいのかなと。今の場合は、市のほうから４０歳、

４５歳、節目に通知が行きます。それだけなので見ない人は見ません。 

 考えてもいない人も考えていません。でも、すごく健康に考えている方を逆に歯科治療を今

やっている方は歯科医院に通院している方はだめなんですよ、それを。受ける資格がなくなっ

てしまうんです。そうではなく、もっと窓口を広く、とりあえず検診は検診デーと、この年は

受けましょうというシステムに無料で変えれば、もう少し窓口が広がるのではないか。 

 例えばすごく健康に関心がある人が、同級生の何々ちゃんも一緒に行きなよと言ってもらえ

るようになれば、少しは受診率というか検診率が上がるのではないか。今は受けられる方が歯

医者に行かないような人を掘り起こそうとしています。そのため逆に通院している方はだめな

んですよ。 

 だから、掘り起こすためには通院しているようなまじめな人が行かないようにしているのを、

行きなよと声をかけられるシステム、でもお金がかかるよと言ったら行かないと思うんです。

それを無料ですというふうに市ではできないのでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（中山五男）  網野健康福祉課長。 

○健康福祉課長（網野 榮）  ただいま歯周疾患の検診の御質問かと思います。こちらにつ

きましては、市のほうで現在対応している状況については、４０代、５０代、６０代の節目に

クーポン券を送って対応しているという状況でございます。実際の対象者については平成２４ 

年度でございますが、１,６２８名が対象になっておりますが、実際に受診をされている方は

３３名ということで、率にして２％ということで、先ほど冒頭市長のほうから申し上げた１％

という数字、こちらについてはこれまでの経過の中ではやはり１％ということがありましたが、
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やはりこちらについては非常に受診率が低いということですので、こちらの歯周疾患の受診に

ついてはこれからどんどん率が伸びるように、基本的な項目でございますので対応していきた

いというふうに考えております。 

 それから、先ほど負担の問題がございましたが、現在については自己負担が１,３００円と

いうことで、それ以外の部分は公費で約３,０００円を払っているということでございます。

こちらについても自己負担については各市町、やはり県内でもばらばらの状況でございます。

中にはワンコイン、いわゆる５００円で自己負担ができるという方向でやっているということ

でございます。少しでも伸びるようにしたいと思いますが、どうしても市の歯科に関する部分、

歯の健康の部分については、青壮年部分の歯科の受診率が大変低いということが一番の課題に

なっておりますので、この点については、この歯科保健条例の制定に伴ってこちらを補塡でき

るような形で取り組みをしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  歯科条例が先ほども言いましたが、残っている歯の本数によって健康

寿命がかなり違います。入れ歯を入れているだけでもかなり伸びます。ただ、それも入れない

でおくと、結局最終的には胃ろうと言いまして、穴をあけて直接食事を入れるような方がふえ

てまいります。 

 そうすると、体を動かすことはできません。意欲も減っていきます。食べるということは、

お口の中にものが入ります。おいしいと感じたり、まろやかに感じたり、甘味、いろいろなこ

とを感じます。ということはかなり脳に刺激がいきます。かむということで頭にも血流がいき

ます。このことでどれだけの人に脳、そして全身に力がみなぎることか。 

 それを考えますと、歯を１本でも多く残すようにする。それは４０代から始めないと、かな

り歯周病は今進んでいます。一気になくなる方がかなりいます。そうなってから急に入れ歯を

入れようと言われても、なかなか難しい問題です。ですから、歯をなくす前になるべく対策を

していただけるよう検診制度、そして治療の促進、子供たちへの虫歯治療の促進をお願いして

もらいたいと思います。 

 豊田市にデンソーという保険会社があります。烏山で言ったら国保みたいな感じですね。あ

と社会保険保障みたいな、そういうところが出したものでは歯科検診を必ず受けさせるように

しましたら、約１割ぐらいの方が全身疾患にかかる回数が減っているんです。ということは、

保険料が出ていかないんですね。国民健康保険にしても、そのデンソーというのは社会保険保

障なんですけど、社会保険料が出ていかない。 

 ということは、検診料にお金をかけても結局健康自体の総量が全身疾患のほうで減るのでか
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なりの、それでまた介護も減るわけです。そうすると、どれだけの料金が実は得するか。そし

て、その人の生きがいもふえるわけです。だって、食べ物がおいしいと感じながら最期まで生

きていける。それを首からとか胃から食べるだけで１年間生きましたというのと、どうなのか。

なるべくそういう人を減らす。そして、元気で変な話ですけど、元気で亡くなるというのも変

ですけど、最期まで自分で食事がとれる。そういう健康年齢のままの寿命になる。そういう年

齢を重ねていけるようにしていくためにも、この口腔歯科条例をぜひとも市のほうで通してい

ただきたいと思っています。 

 まず、市の職員の方々の健康診断もぜひとも。なぜかというと、市の職員の方たちが皆さん

受ければ、１％や２％では絶対ないはずなんですね、節目検診でも。ということは受けていな

いという可能性が高いということです。まずは見本ですから、ぜひとも課長さんたちからもう

すぐ６０になる方、５５になってしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひとも必ず

健康診断、節目検診を受けてもらいたいなと思っております。 

 では、次は訪問看護のほうは、必ず年をとった方だけだと思っていらっしゃる方もいらっし

ゃると思います。でも、これは在宅で障がいのある方や、そういう方の看護をしている御家族

もいらっしゃいます。そうなると、実は外出も外泊もできません。外泊までは無理だとしても、

お買い物にいく場合も看護師さんだけでは心配な場合が多いそうです。看護師さんと介護士さ

んに両方来ていただいて、その間にお買い物にいっているという方もいらっしゃいます。そう

いう制度も確かに料金は払い切れない。逆に障がいとか介護になれば、保障があって多少払え

ますけど、それだけでも介護保険というのはやっていけない可能性はあります。 

 ましてやそれを見守る訪問看護師さんに至っては、料金をもうかるということではきっとで

きないことだと思います。それを支えるのは市の補助ではないでしょうか。ですから、確かに

今、民間企業がやっております。でも、どういう補助ができるかを県とかと交換というか、あ

わせて何か対策を、市長、練ってもらえることはないでしょうか。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  先ほども運営資金の問題が課題だというふうにお答え申し上げました。

確かに私も民間事業者の代表と過日お話を伺いました。そういった中では看護師不足の問題も

ございましたが、それよりも運営資金がやはりちょっと大変だなというような課題を言ってい

らっしゃいました。 

 今、川俣議員が言われたようなところを市としても支援をしていただきたいなというような

要望もございます。そういった意味で、県も県単の事業でそういったこともあるようでござい

ます。県と市のほうでそういった支援のあり方をよく今後検討しながら、市としてもでき得る

支援はしていきたいと思います。 
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 また、さらに、医療に対する要望もございまして、訪問看護は医師の処方箋で行動されると

いうことでございます。したがいまして、お医者さんの協力が欠かせないということでござい

ます。 

 そういった中で、私どもは那須南病院の関口院長ともよくその辺の要請をしておりますが、

本市の診療所は３つございます。３人の先生がいらっしゃいますので、そういった先生に協力

をいただきながら、訪問看護をさらに充実をしたものにしていきたいなと思っておりますので、

そういった１つの医療の支援も市としては考えていきたいと思っています。 

○議長（中山五男）  ２番川俣純子議員。 

○２番（川俣純子）  ありがとうございます。ぜひともそれをお願いしたいと思います。何

回も婦人科をつくってほしいというと、那須南の関口院長は私から逃げていきます。寄ってく

るなよとまで言われました。ところが、この訪問看護に関しては、いいねいいねと向こうから

うなずいてくれた。この差は何だろうと思いながら、ぜひとも訪問看護はドクターが必要だと

完全に認めていることなので、ぜひとも実現をというか、支援をうまくして、立ち消えてなく

なってしまうなんていうことがないようにしていただきたいなと思っております。 

 時間はかなり早いのですが、次の平塚議員のために時間を残して、私はここできょうの質問

を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（中山五男）  以上で、２番川俣純子議員の一般質問は終了いたします。 

 ここで休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０４分 

 

再開 午後 ３時１６分 

○議長（中山五男）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 通告に基づき１７番平塚英教議員の発言を許します。 

 １７番平塚英教議員。 

〔１７番 平塚英教 登壇〕 

○１７番（平塚英教）  １７番平塚英教でございます。ただいま川俣議員のほうから御配慮

いただきまして、質問を早くすることができてありがとうございます。不覚にも鬼の攪乱で風

邪をひいてしまいまして、皆様方にはお聞き苦しい点があろうかと思いますが、質問通告に従

いまして質問をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、原子力災害対策指針を踏まえた本市の対策について伺うものであります。原子力規制

委員会は福島第一原発事故を受け、避難に備える原子力災害対策重点区域をこれまで原発の半

径１０キロ圏から３０キロ圏に拡大いたしました。これにより、重点区域は１５都道府県４５ 
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市町村から、２１都道府県１３５市町村となり、対象人口も７２万人から延べ４８０万人にふ

えたということであります。 

 この重点区域内の関係市町村は、住民避難の方法を盛り込んだ地域防災計画を来年の３月ま

でに策定することになっております。茨城県東海第二原発から本市は３７キロしか離れておら

ず、福島第一原発事故の実態を踏まえれば、炉心溶融などで放射性物質の拡散が気象条件や地

形によって半径３０キロ圏で済むことがないことは明白であります。 

 対策指針では、３０キロ圏は放射線量の実測値などをもとに政府や規制委員会が避難を判断

するとしておりますが、東海第二原発の半径３０キロ圏内には、水戸市、笠間市、常陸市など

９０万人が住んでおり、一旦事故が起きれば、避難を実施することは至難のわざとしか言いよ

うがありません。 

 その原発重点区域にも属さない本市にとっても、最悪の事態が起これば、放射性物質の実害

を直接受けることは福島第１原発の事例を見れば明らかであります。東海第二原発は日本に

５４ある原発の中でも最も老朽化した施設であり、昨年の３月１１日の東日本大震災による大

津波を受けた際には、その津波が屋上まであと７０センチのところまで到達したということで

あります。 

 電源喪失寸前の事態に陥った状況だと聞いております。もし、福島第一原発と同様な事故に

遭遇していたならば、私たちもここに住むことはできず、避難生活を余儀なくされていたこと

も想像することができます。原子力災害対策指針を踏まえて、本市におきましても最悪の事態

を想定した対策、防災マニュアルが必要と考えられます。原発災害に対応する本市独自の行動

計画と対策を伺うものであります。 

 次に、福島第一原発事故が発生してから１年８カ月以上も経過する中で、いまだに放射能の

被害が深刻であります。原木栽培によるシイタケやナメコの出荷停止など、森林資源や本市の

農林漁業その他の産業への影響と対策をどのようにとられているのか、お伺いをするものであ

ります。 

 放射能の影響や風評被害により、有害鳥獣を捉えることも減少傾向にあると聞いており、有

害野生生物が増殖して農地を荒らし、耕作放棄地をふやし、森林資源を荒廃させることになり

ます。有害野生生物防止計画を策定し、防止対策を進められるようにお願いをいたします。 

 また、小中学校、幼稚園、保育園での放射能対策は、校舎、校庭などの線量低減について国

の通知に基づいて市の放射能対策指針を策定して、除染が必要な場合の対応、学校給食の安全

性の確保、児童生徒への放射能教育の実施を盛り込むとのことでありましたが、実際に放射能

の対策はどのように講じられているのか、御説明をいただきたいと思います。 

 次に、地域、職場、学校の防災力の強化についてお尋ねをいたします。東日本大震災や台風
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襲来によりまして、本市におきましても、大変な被害を受けたところであります。大規模災害

時には、行政のみの対応では限界があり、いざというときには地域の防災力の役割が大きな力

を発揮することは、多くの災害時の教訓であります。地域の自主的な防災力を日ごろから養う

ために、市内の自治会結社においても、自主防災組織を結成して、災害時に備えた地域の防災

計画をつくり、防災訓練を実施されているところもできているようであります。 

 このような自主防災組織が市内の地域や職場に組織され、災害時には防災、減災に大きな役

割を発揮されるように期待をするものであります。そこで、防災に関する一定の知識を備え、

災害発生時には地域や企業でリーダー的な役割を担う防災士の資格を有する方が、県内では

８００人を超えているとのことでありますが、本市においてもこの資格取得に向けた講座の開

催や受講費の助成を行って、地域や企業の防災力向上に大いに活躍いただければ、本市の防災

力の向上に大きな力となるものと考えますが、市長の御所見を伺うものであります。 

 一方、東日本大震災の教訓を受けて、県内のほぼ全ての公立小中学校で学校防災マニュアル

の見直しがされたとのことでありますが、本市においての学校防災マニュアルの見直しの状況

と、その運用対策として各学校での防災教育や防災訓練などのマニュアルの徹底をどのように

進められているのか、御説明をいただきたいと思います。 

 ３点目には、本市の防災無線の整備についてお尋ねをするものであります。本市は、旧南那

須地域に防災無線が整備されておりますが、旧烏山地区には未整備のままであります。新市合

併協議でも、新市総合計画でも、防災無線の早期整備を図る方針が挙げられていましたが、い

まだに整備計画さえ策定されていないのが実態であります。現実的には旧南那須方式のような

防災無線では中山間地を多く抱える旧烏山地区では、音が反響して住民に聞き取りにくく本来

の役割を果たせないという指摘もあります。 

 一方、広域行政の消防署におきましては、緊急デジタル無線の設備の整備を図る計画が進め

られております。広域消防防災無線の広域消防の緊急デジタル無線整備にあわせまして、本市

におきましても防災無線のデジタル化を図るべきではないでしょうか。本市の防災無線の整備

方針と対策について御説明を求めるものであります。 

 次に、４点目といたしまして、ＪＲ烏山線の蓄電池車両導入についてお尋ねをいたします。

この質問については、前にお二人の同僚議員から詳細な質問がありましたが、重要な問題でご

ざいますので、重ねて質問をいたします。 

 ＪＲ東日本は、２０１４年春から環境対策として開発していました蓄電池で走行する新型車

両を烏山線に導入されるとのことであります。烏山線のディーゼル車両８両４編成のうち、ま

ず２両１編成を新型車両とし、数年かけて全て蓄電池車両に切りかえていくということで、私

も関係住民の一人として本当に御同慶の至りであります。 
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 本地域と都市部を結ぶ重要な公共交通機関の新システムの導入として、烏山線の利用向上に

もつながり、本市地域の活性化の起爆剤として大きな役割が期待され、本市としても、全市を

挙げた新型車両受け入れの対策を図り、歓迎の意思をあらわす取り組みを講ずるべきと考える

ものでありますが、市当局の考え方を求めるものであります。 

 しかしながら、ＪＲ烏山線の利用状況は依然として厳しい状況にあります。烏山線の駅舎周

辺の整備と駐車場の整備、烏山線の利用向上に有効な手立てをもって、全市を挙げた取り組み

を求めるものであります。 

 次に、本市経済対策の強化について質問をいたします。本年１０月期の完全失業率は全国で

４.２％、２７１万人が失業者ということであります。また、同１０月期の全国平均の有効求

人倍率は０.８倍であり、栃木労働局が発表しました県内の有効求人倍率は０.８１倍で、２年

連続で低下しているということであります。 

 ハローワーク烏山管内の１０月期の有効求人倍率は０.８８倍ということでありますが、調

査を始めた１９９７年以降で５番目に低く、大変厳しい状況とのことであります。県労働局が

発表した新規学卒者の就職内定状況は、県内大学生で内定率４１.１％で６年ぶりに前年は上

回ったものの、調査を始めた１９９７年度以降５番目に低く大変厳しい状況であります。高校

生の内定率は６５％、短大生は３４.７％の状況ということであります。 

 海外景気の減速、中国との貿易の悪化など、国内の生産に悪影響を与える要素が多数存在し

ており、高卒を含めた今後の求人の影響が懸念されると県の労働局は指摘をしております。同

局は、合同就職面接会の開催などのほか、新卒者支援のハローワークを通じて未内定者の就職

支援に力を入れていくとのことでありますが、本市としても若年層の雇用拡大推進のために関

係機関と連携して対策を強化して、雇用促進に全力を挙げた取り組みを進めていただきたいと

思います。 

 本市独自のできる限りの緊急経済対策は、平成２０年度から平成２２年度まで実施されまし

た。一部の事業につきましては、平成２３年度まで繰り越して実施されたところでありますが、

昨年発生しました東日本大震災がありまして、また、台風襲来による被害もあり、この１年

８カ月余り、懸命に災害復旧対策に取り組んできたところであります。 

 そのために、本市が３年余にわたりまして実施してまいりました本市独自の緊急経済対策の

成果の検証作業が十分確認されていない状況にあるのではないでしょうか。町内において市が

取り組んできた緊急経済対策の成果について、検証作業はどのように進められてきたのか、お

伺いをするものであります。 

 効果があったものについてはさらに継続して取り組むべきであります。この緊急経済対策が

終了した後には、事業ごとに各課において廃止したものがあれば、継続したものがあると聞い
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ておりますが、その１つに実施しているのには緊急雇用対策事業が、国の補助事業として実施

されていると思いますが、これについても成果に対する検証作業が必要ではないでしょうか。

この事業で今までに幾らを投下して、何人の緊急雇用が図られ、その後もこの雇用者の生活が

守られているのかどうか。この緊急雇用の事業内容も適切に執行されたのかどうか。そういう

ものも含めて検証する必要があるのではないでしょうか。 

 市内では、依然として大変厳しさが増す景気状況のもとで、地域経済、市民生活を守る実効

性ある追加経済対策の強化を図っていただきたいと考えますが、市当局の対策を伺うものであ

ります。 

 最後に、こども医療費助成について質問をいたします。本市におきましては、中学校３年生

までこども医療費の助成がされておりますが、医療機関窓口で直接払いが要らない現物給付の

実施は３歳未満までであります。既に県内では芳賀町、那須町が中学校３年生まで現物給付方

式を実施しており、本年４月からは日光市が中学校３年生まで現物給付方式を導入しており、

子育てに手厚い助成制度を実施して人口減少を食いとめたいということで実施しているそうで

あります。 

 宇都宮市におきましては、本年１０月から小学校６年生まで医療費助成を、患者さんが県内

全ての医療機関を利用しても現物給付で診てもらえるという方式に切りかえたと聞いておりま

す。先日、私ども委員会で研修に行きました小山市におきましては、来年４月から現物給付方

式に切りかえるということであります。高根沢町でも、この宇都宮の流れに沿って来年から現

物給付方式に切りかえるということで、今検討されていると聞いております。 

 本市におきましても、こども医療費助成を現物給付方式を取り入れて、助成対象全員に拡大

して実施されるように求めまして、第１回目の質問を終わります。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇〕 

○市長（大谷範雄）  ただいまは１７番平塚英教議員から、原子力災害対策指針を踏まえた

本市の対策についてからこども医療費助成を現物給付方式に、大きく６項目にわたりまして御

質問をいただきました。その順序に従いましてお答え申し上げます。 

 まず、原子力災害対策指針を踏まえた本市の対策についてお答えをいたします。まず、最悪

の事態を想定した対策、防災マニュアルについてであります。本市では、ことし３月、危機管

理マニュアルの中で、暫定対応行動計画を策定をいたしました。地域防災計画につきましても、

年度内に原子力対策編を策定することといたしております。 

 先ごろ原子力規制委員会が示しました原子力災害対策指針案は、緊急時防護措置を準備する

地域、いわゆるＵＰＺ、この目安を原子力施設からおおむね３０キロメートルといたしました
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が、各自治体の区画、地形、気象条件、事故の規模などを検討した上で、迅速で実効的な防護

措置を講ずることができるよう継続的に改善していく必要があるといたしております。 

 また、ことし１０月策定されました栃木県地域防災計画原子力災害対策編では、福島第一原

発事故において、放射性物質が半径３０キロメートル圏よりも広範囲に拡散し、住民生活や産

業に甚大な被害をもたらしましたことから、県内において屋内退避や避難が必要になったとき

は、またそのおそれがあるときを想定して対策等を行うとしております。 

 これらを踏まえ、本市地域防災計画原子力災害対策編に策定にあたりましては、原子力災害

対策指針（案）の緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）外でありますが、３０キロメート

ルという距離にとらわれず、必要なものはＵＰＺに準じた対策を盛り込む必要があるものと考

えております。 

 また、３月に策定いたしました危機管理マニュアルの暫定行動計画につきましては、暫定で

ない行動計画に修正をして、地域防災計画を補完することで検討しているところであります。

なお、ことし８月、県と原発事業者の締結をした覚書に基づき、先週東海第二原子力発電所に

おいて、日本原子力発電と県内１１市町の実務者を交えた連絡会議が開催をされました。本市

職員も出席をして、原発施設の安全対策について情報を交換したところであります。今後も定

期的に連絡会議を開催して、施設の現状と安全対策を確認することといたしておりますが、さ

らなる安全確保のため、施設再稼働時の同意など、原発立地自治体並みの協定締結について引

き続き県に要望してまいりたいと考えております。 

 次に、放射能の農林漁業等産業への影響と対策であります。農林漁業への影響では、１１月

末現在で農産物７品目が出荷制限をされているほか、観光業を含む風評被害の影響は大きく、

深刻な問題となっていると認識をいたしております。このため、市といたしましては、農地へ

のカリ質肥料散布助成や県や関係機関と連携をした放射性物質検査体制の整備を進めているほ

か、さまざまな機会に安全性をアピールしているところであります。 

 また、県を挙げまして、栃木の農林水産物に関するキャンペーンを大々的に実施をするよう

要望いたしております。既に県庁前におきまして、栃木県産農産物の安全性をアピールし、風

評被害払拭のイベントも開催をされておりまして、今後はスカイツリー併設のとちまるショッ

プを初め首都圏の駅、百貨店、県庁広場等における農林水産物フェアキャンペーンの積極的な

展開を提案していきたいと思っております。 

 また、小中学校、幼稚園、保育園での放射能対策につきましては、外部被曝、内部被曝の両

面から対策を実施をいたしております。まず、外部被曝対策といたしましては、昨年から実施

いたしております空間放射線量の測定を継続をいたしております。現在までのところ、年間

１ミリシーベルトを超えるような放射線量は測定されております。 
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 また、幼稚園、保育園での砂場の砂の入れかえや、園児の外遊びの時間制限、マスク着用等

の対応も行ってまいりましたが、放射線量の測定結果に目立った変化も見られないことから、

ことし４月から外遊びの制限等は行っておりません。 

 内部被曝対策では、新たに導入いたしました放射性物質測定装置によりまして、給食の放射

性物質検査を実施いたしております。全ての小中学校、幼稚園、保育園で提供する給食を対象

に、食材を定期的に検査をいたしております。厚生労働省の基準は１キログラム当たり１００ 

ベクレル以下でありますが、子供たちに提供する給食でありますことから、下限値を２０ベク

レルに設定しております。しかし、これまでに２０ベクレルを超える放射性物質が検出された

例はありません。 

 次に、地域、職場、学校の防災力強化についてお答えをいたします。まず、防災士育成への

支援についてであります。災害の発生時にはみずからを守るための自助、地域住民とともに助

け合う共助、国や自治体による公助の三助による対策が中心となりますが、このうち特に、災

害発生直後に大きな力となるのは自助と共助であります。先の東日本大震災や阪神淡路大震災

でも、これらの重要性が再認識をされたところであります。 

 この自助、共助を効果的に実現するために、防災士の育成は有効であると考えております。

防災士の資格は現在国内で５万人以上が取得をしておりますが、民間資格であるため特別な権

限は付与されておりません。しかし、災害直後における自助、共助の活動を実践できる人材が

必要とされますことから、地域や企業の防災リーダーを育成する目的で防災士の資格取得のた

めの講座や助成制度を設けている自治体もございます。県内でも、それぞれ内容は異なります

が、既に小山市、日光市、さくら市などで防災市育成支援制度を設けております。 

 本市といたしましても、災害発生時にかなめとなる人材を養成をするために、地域の防災リ

ーダーへの防災士資格取得支援は有効であると認識をいたしております。今後、地域防災力の

強化を進める一環といたしまして、地域防災組織の設立、組織の活性化とあわせた形で、防災

士の資格取得に向けた支援策について検討してまいりたいと考えております。 

 次に、学校防災マニュアルにつきましては教育長答弁といたします。 

 次に、防災無線についてお答えをいたします。合併前の旧南那須町では、災害時の情報伝達

のために平成１１年に防災行政無線を開局いたしまして、ミュージックチャイム、行政情報の

周知にも活用してまいりました。これはいわゆる固定系といわれるものでございまして、南那

須庁舎の親局から情報を発信して、受信した３７の子局のスピーカーから情報を流すというも

のでございます。 

 平塚議員御指摘のように、合併に伴い市内全域の災害情報伝達手段について検討したところ

でございますが、国の方針により固定系防災行政無線を整備するには、南那須地区も含めて全
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てデジタル化しなければならず、膨大な費用を要するとともに、野外スピーカーによる放送で

は、荒天時や屋内で聞き取れないなどのデメリットがあるため断念をし、補完措置といたしま

して携帯電話を活用した一斉メールを送信いたしますエマージキャストによる各種情報の提供

を行ってまいりました。また、携帯電話の不感地域解消の活動を推進した結果、現在では市内

のほぼ全域で不感地帯を解消するに至り、災害情報の一斉メール通信の利用環境が一段と向上

したところであります。 

 先の大震災におきましても、電気や電話など一部の基幹ライフラインが復旧をしてからは、

火災や災害の情報、行政情報を取得する手段といたしまして非常に有効でありますことから、

エマージキャストの登録者が急増し、幅広い市民から利用されているところでございます。 

 このような経過の中で、消防署の救急無線のデジタル化に合わせた防災行政無線のデジタル

化についての御提言でございます。防災行政無線に割り当てられている電波の周波数は６０メ

ガヘルツ帯でありまして、広域行政事務組合消防署で割り当てられている周波数は１５０メガ

ヘルツ帯と異なりますことから、単純に連携することは難しい実情でございます。 

 また、平成２８年５月末までの使用期限となっている市の消防用無線アナログ電波について

も、デジタル化による周波数の割り当ては広域消防とも防災行政無線とも異なるものでござい

ます。 

 しかし、東日本大震災後、市民への情報伝達の方法が重視をされておりまして、従来の固定

系防災行政無線にとどまらず、新たな情報伝達システムも開発されてきております。このため、

総合計画、情報化計画、地域防災計画に基づきまして、本市の地形、気象状況なども調査をし

ながら、戸別受信機や移動系防災行政無線も含めて研究をし、簡素で効率的な情報手段を検討

してまいりたいと考えております。 

 次に、４番目のＪＲ烏山線への蓄電池車両導入についてお答えをいたします。既に、渡辺議

員、川俣議員の御質問にお答えをいたしておりますので、答弁が一部重複するかと存じますが、

御了承いただきたいと思います。 

 ＪＲ烏山線は、県都宇都宮市とを結ぶ本市の生命線とも言える存在でございまして、本地域

の発展を支えてまいりました。しかし、モータリゼーションの進展や、人口の減少、そして少

子高齢化などを背景に、利用者は年々減少いたしております。ＪＲ東日本では、沿線市町の要

望を受け、利用者の利便性向上のために宇都宮駅への直通便の増便、観光での利用向上のため

トロッコ風列車の運行など、さまざまな取り組みを行っておりますが、利用者の減少傾向に歯

どめをかけることが難しい状況になっております。 

 このような中、先ごろＪＲ烏山線に蓄電池駆動電車システムを採用した国内初となる新型車

両の導入をＪＲ東日本が発表し、沿線市町にとりまして非常に明るい話題となっております。
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ＪＲ東日本では、この新型車両をエコ列車といたしまして全国にＰＲをする意向でありまして、

当市といたしましても、これを機に烏山線の利用促進と地域活性化につなぐことが大変重要で

あると考えております。 

 新型車両導入によって、本線乗り入れ後のスピードアップも可能となりまして、宇都宮まで

の直行便の増便や切れ目のない運行となるよう運行本数の増便、乗り継ぎ及び通学、通勤に配

慮したダイヤ改正などを今後要望していきたいと思います。またさらに、利便性の向上を図り

ながら、利用向上につなげていきたいと考えております。また、市といたしましても、各駅の

駐車場、駐輪場の整備、市民号などの実施による利用向上対策、環境整備に努め、観光客誘致

と烏山線利用向上に努めてまいりたいと考えております。 

 また、公共交通再編整備計画の中では、利用促進のための長期的対応の公共交通政策を掲げ

ておりますので、それらを再考し、短期的、中長期的に実現可能なものを精査しながら実施し

ますとともに、上位計画と整合性を図りながら、地域活性化対策について検討を進めてまいり

たいと考えております。 

 繰り返しになりますが、今回の蓄電池車両導入はビッグニュースでありまして、地域活性化

の大きなチャンスと捉えております。対策を講じてまいりたいと考えております。御協力をよ

ろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 次に、経済対策の強化についてお答えをいたします。本市の緊急経済対策事業は、平成２０ 

年度から平成２２年度までの３年間にわたりまして、おおむね実施計画に基づく事業展開をし

て一部の繰越事業を含めて平成２３年度には全て完了したところでございます。 

 このうち、こぶしヶ丘温泉周辺施設や南那須学校給食センターの整備につきましては、事業

はほぼ完了したものの東日本大震災により壊滅的な被害を受けまして、いずれも閉鎖を余儀な

くされております。これらの緊急経済対策交付金の取り扱いにつきましては、現在、国、県と

の調整を進めておりまして、その結果に基づき国へ報告する予定でございます。特に、南那須

学校給食センターは、今年度中に施設の解体工事を予定をいたしておりますから、速やかに調

整の上、報告を予定いたしております。 

 これらの廃止施設を含めまして緊急経済対策事業の総額は、単独事業込みで４３億６,

３１８万８,０００円でございまして、実績は３７億９,０９６万８,０００円、執行率８６.

８９％となっております。このうち、国の地域活性化交付金対象事業は７８事業、事業費１６ 

億２,７６９万円でございまして、市には８億７,９１５万２,０００円が交付金として交付を

されております。 

 主な事業成果を申し上げます。全体で１４対策７８メニューを実施いたしました。１つ目に

雇用支援対策であります。緊急雇用創出事業といたしまして、小学校学習補助員、小学校生活
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補助員、保育士、土木作業員、きずな運営センター、英語コミュニケーションの事業にかかわ

る延べ１９０人の雇用創出を図りました。 

 ２つ目に、環境支援対策であります。南那須図書館、烏山小学校体育館への太陽光発電施設

の整備を行いました。 

 ３つ目に、安全安心対策であります。烏山小学校、烏山中学校各施設の耐震化を実施いたし

ました。 

 ４つ目に、地元企業、商店街支援対策であります。市民への地元消費促進、啓発事業といた

しまして、プレミアムつき商品券を発行し、中小企業振興資金、貸付金の融資制度を実施いた

しました。 

 ５つ目に、公共事業の拡大対策であります。保健福祉センター外壁工事を初め公共施設全般

にわたる環境整備工事を実施いたしました。 

 ほか市民生活支援対策、子育て支援対策、農林漁業等支援対策、ＩＴ化地デジ支援対策、地

域生活基盤対策、学校教育支援対策、生涯教育支援対策等を行ってまいりました。詳細につき

ましては、平成２２年、２３年度の行財政報告書に記載をいたしておりますので、御参照いた

だきますようにお願いを申し上げます。 

 さて、平塚議員御指摘のように、日本の経済はユーロ不安や円高の影響に加えまして、電力

供給の制約なども加わりながら、依然として回復が実感できない状況にあります。本市におき

ましても、景気低迷に加えまして、大震災の直接被害、風評被害等によりまして生産活動の一

次停止も加わり、地域経済、雇用に大きな影響を及ぼしております。 

 ハローワーク那須烏山管内の９月の有効求人倍率は０.７９、栃木県０.８３でございまして、

大震災の昨年同月と比べますと、プラス０.１９ではありますが、依然として非常に厳しい雇

用状況が続いております。 

 このような中ではありますが、市といたしましては、平成２１年度から緊急雇用創出事業を

活用した雇用の創出事業を継続をいたしております。この結果、平成２１年度は事業者数

１０社、雇用者数５７名、事業費５,７０４万４,０００円、平成２２年度は事業数１８社、雇

用者数１１４名、事業費１億１,５５３万９,０００円、平成２３年度は事業数２６社、雇用者

数１５７名、事業費１億８,５６３万円の実績を残しております。 

 平成２２年度からは、公募提案型緊急雇用創出事業によりまして、平成２２年度は事業数

６社、雇用数３７名、事業費２,９８６万５,０００円、平成２３年度は事業者数９社、雇用数

５５名、事業費７,５６０万８,０００円の実績となっております。 

 経済対策といたしましては、金融機関との協働によりまして、中小企業振興資金制度の充実

を図っておりまして、これまで３億６,０００万円だった融資枠を昨年から４億２,０００万円
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に拡大するとともに、保証料を全額市が負担をいたしております。 

 また、１０月には市内金融機関を訪問し、企業の資金需用の状況につきまして意見交換をし、

現状把握に努めたところでもあります。 

 さらに、昨日の本会議において議決いただきました企業誘致及び立地促進制度の充実を図り、

地域経済の発展と活性化に努めているところでございます。 

 衆議院議員選挙の投票が間もなく行われますが、各党においてはさまざまな経済政策を公約

に掲げておりまして、国における追加経済対策も期待されるところでございます。今後はこれ

らの動向も注視をしながら、若年層の雇用促進対策を適切に対応してまいりたいと考えており

ます。 

 第６番目のこども医療費の現物給付についてお答えをいたします。平塚議員からは３月議会

定例会の一般質問でも答弁をさせていただいたところでございますが、現在のところ、現物給

付につきまして、本市として慎重に対応させていただいているところでございます。 

 本市のこども医療費助成は、３歳未満を現物給付、３歳から中学３年生までを償還払いとい

たしております。県補助対象外の中学生の医療費助成とレセプト分自己負担金助成を市が独自

に行っております。 

 御提案のように、現物給付を中学３年生まで拡大した場合は、子育て家庭の医療費申請の手

間は軽減されますが、整理をしなければならない課題もございます。と申しますのも、前回の

御質問で申し上げましたが、現物給付になりますと気軽に受診可能なために受診者が増加をい

たしまして、申請なしで自動的に助成手続がされますことから医療費も増加をいたします。そ

の結果、市の財政負担が増大することが懸念されます。これを前年比１.３倍と想定をいたし

ますと、平成２３年度で約１,１００万円の増であります。 

 また、県の子ども医療費対策費補助金の受給率が２分の１から４分の１に引き下げられます。

約６００万円の県補助金が減額をされることになります。さらに、国民健康保険の保険者負担

分の一部を国が助成をしておりますが、市が医療の現物給付を行うと、７～８割の保険者負担

のうち、本来市の歳入となるはずの国庫負担金が一部減額されることになります。 

 これらのことを踏まえますと、現状では現物給付することは、財政状況からするとなかなか

難しいのかなと考えておりますが、しかしながら、現物給付は対象家庭の利便性が高まり、子

育て環境が向上しますことから、子育て支援策としては有効であることは間違いございません。

また、市にとりましても、窓口受付や計算事務がなくなることから、時間、人員負担が軽減さ

れるメリットもあります。 

 このため、本市単独でなくて、県全体での現物給付化を進められるよう、市長会等を通じま

して県に制度改正を要望してまいりたいと思います。また、策定中の総合計画後期基本計画で
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も真剣に検討してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上答弁終わります。 

○議長（中山五男）  池澤教育長。 

○教育長（池澤 進）  平塚議員から学校防災マニュアルの運用対策として、各学校の防災

教育や防災訓練などの学校防災マニュアルについての御質問でございます。東日本大震災では、

市内の児童生徒全員がけがを負うこともなく、無事に避難することができましたが、電源が落

ちた中での児童生徒への避難誘導の連絡、保護者への安否情報の提供、安全な帰宅といった課

題が残りました。 

 市教育委員会では、教頭会を中心として、市内の全ての小中学校で共通した基準のもとで災

害時に行動ができるよう、学校防災マニュアル基本編、地震編、原子力編、竜巻編を策定した

ところでございます。策定にあたっては、マニュアルを貫くテーマを約束とし、たとえどんな

災害が起きても、また、電源が落ちて連絡がとれなくても、約束に基づいて学校、児童、生徒、

保護者が行動できることを目指しております。 

 例えば震度５弱の地震、火災、不審者等の出没、大雨などの警報、竜巻や雷などの注意報が

発令されたときは、学校災害対策本部を組織すること。勤務時間内に震度５以上の地震が観測

されたときは、学校からの連絡の有無にかかわらず、保護者は学校に来て児童生徒の引き渡し

を行うとともに、学校は避難所設置への備えをすること。休日や夜間時などの勤務時間外に震

度５以上の地震が発生した場合、原則として全教職員が直ちに参集し、校舎内外や通学路等の

安全点検することなども定めております。 

 また、地震や原子力災害、竜巻等が発生した場合の教職員や児童生徒の行動の仕方について

も、登下校中、授業中、校外活動中に分けてマニュアル化してございます。そのマニュアルが

これです。これは８月に制定しました。 

 さらに学校は、震災等緊急時の児童生徒の引き渡しや避難訓練等について保護者に周知徹底

を図ること。災害や発生場所に応じた避難訓練、学級活動や行事等を通じて安全教育に取り組

むことも指示してございます。このマニュアルに基づく訓練も実施しており、先月下旬に荒川

小では児童の引き渡し訓練を行ったところでございます。 

 しかしながら、マニュアルはしょせんマニュアルであり、これをもとに応用することが大切

であります。目指しているのは、先の大震災を教訓に、想定を超える事態に遭遇しても危険回

避能力、つまり自分の命は自分で守ることができる能力、他者の命を守る行動をとることがで

きる能力、そして、お互いが支え合って生きる社会を構築できる能力を育成することでありま

す。その実現に向けて、着実に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 
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○１７番（平塚英教）  質問に対してきめ細かな答弁をいただきました。しかし、さらに内

容を深めるために再質問をしてまいりたいと思います。 

 まず最初に、原子力災害対策指針を踏まえた本市の対策についてでございます。これは原子

力規制委員会が打ち出しました原子力事故発生時の災害対策重点区域のさまざまな課題ですけ

れども、まずこの原子力規制委員会というのは、５名で委員会が編成されております。本来な

ら国会の同意を得てつくられるべきですが、同意を得ずに首相が任命という形で異例の形でつ

くられた。 

 人事も、まず原子力学会の会長田中俊一さんという方がなられておりますけれども、前原子

力委員会委員長代理ということで、原発を推進をする立場で活躍された方でございます。また、

更田豊志という方がいらっしゃいますが、この方は原発の安全研究の専門家でありますが、原

子力機構ですね、これはいわゆる高速増殖炉もんじゅを進めている、そういうところにいる、

この機関の幹部だった。やはりこの原子力推進の立場で研究されている方であります。 

 さらには、この規制委員会が規制する対象となるであろうアイソトープという協会の中村佳

代子という日本アイソトープ協会主査、こういう方も委員におられまして、何と５人のうち

３人は原子力村と言われているところの幹部、こういう方が規制委員会に入っているわけです

から、信頼回復には無理があると。これは一般市民にも報道されている状況の内容であります。 

 問題なのは、実際に福島第一原発事故が発生しまして、半円型に放射能が広がったなんてい

うことはもう全くないわけで、原発のあった町村はもちろんですが、４６キロ離れた飯館村、

そこまで避難区域になったということははっきりしているわけで、そういう意味では、東海第

二原発が何か事故があった場合には、うちは新聞報道では３２キロから３５キロ、３７キロと

さまざまあります。南那須の庁舎までは５０キロ、烏山の庁舎までは４５キロということでご

ざいまして、まさに福島第一原発事故でいう飯館村付近に、この烏山の庁舎があるということ

でございますので、もし万が一の問題が起きたら、これは国やこの規制委員会の指示待ちとい

うようなことでは済まないということは明らかであります。 

 実際、先ほども述べましたが、３０キロ圏内にも茨城県の主要都市が入っておりまして、そ

この９０万人が住んでいる。９０万人の方が一瞬に移動できるなんていうことは今の交通機関

ではあり得ない話なんでね、そういう意味で大変な問題なのでありますが、そういう意味でう

ちのほうは３０キロ圏には属しておりませんが、やはりそういう最悪の事故を想定した対策を

とる必要があるというふうには思います。 

 そこで、市長も先ほどお話しされましたが、暫定の緊急対応行動計画というのがつくられま

して、今それは計画の中にあるわけですけれども、県のそういう防災計画も踏まえて、やはり

しっかりとした計画が求められると思います。 
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 そういう意味で、例えばもしこの烏山市管内で役場庁舎を維持することができないという場

合には、この暫定計画でもいわゆる交流を持っている都市がありますが、そういうところに役

場庁舎を移すというような計画でございますけれども、実際にはそういうところには受け入れ

をいただく、前もっての、もしこういうことが起きたときにはお願いしますというような打診

が必要ですよね。そういう意味での具体的な打診がされたのかどうか。そして、この県の計画

策定までの暫定措置でありますが、これが実際の県の計画を踏まえて本計画にしていくスケジ

ュールですね。先ほども触れられましたが、繰り返しになりますけれども、もう一度その辺の

経過について御説明をいただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  ただいまの御質問に対しまして回答させていただきます。庁

舎移転を伴う場合、この暫定的な行動計画の中で防災協定を締結しております埼玉県の和光市、

東京都の豊島区、こちらとも検討するというようなことで計画の中に入れさせていただきまし

た。 

 それらについての具体的な交渉についてですが、私どもの事務段階では和光市、豊島区のほ

うにお伺いをしまして、このような考え方で原子力災害事故の暫定的な行動計画を策定したと

ころであるので、具体的なそういうような覚書といいますか、そういうものを進めていくよう

な考えもあるのでお願いをしたい。そのようなことでお話をさせていただいております。 

 しかしながら、和光市においても、豊島区においても、首都直下型地震の危険性が非常に多

くありまして、向こうも逆に言うと、そういうときの受け皿としての、両方持ちつ持たれつと

いう環境もあるいは出てくるかと思いますので、それらも含めて総合的に話を進めていきたい

と思います。 

 それと、先ほども説明しましたように、県が作成しました県の防災計画における原子力災害

対策編、それに基づいて市においても現在、事務担当段階のほうで策定作業を進めております。

しかしながら、県のほうの原子力災害対策編においても、非常に国の災害対策指針のほうがま

だ確定していない面が多々あるということで、県の計画が国の方針が示された段階でこれらに

ついては進めていくとか、非常に曖昧な記載が多い内容になっております。 

 それをそのままつくっても、これは何なんだというような話もされてしまいます。先ほど説

明した中で、やはり本市においても３０キロ圏内に入っていないから屋内退避と安定ヨウ素剤

程度でいいかなというような考え方も出てきますが、先ほど説明したように、３０キロ圏内の

ような考え方を盛り込みたいということでやっておりますので、そのようなことで今年度中に

作成することで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 
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○１７番（平塚英教）  御苦労さまです。それで、この３０キロ圏内と言われている重点区

域におきましても、やはり新聞報道でも重点区域内に不満の声と、自治体に対する説明不足だ

と、あるいは避難の具体的な策が見えない。自衛に依存してとまどう住民。こういうような見

出しが踊っております。そういうことで、ヨウ素剤配布も課題だというようなことにはなって

おりますが、そういう災害時には自主的な対応がやはり必要かなというふうに思います。そう

いう意味での対策をさらに強化して、市民の安全が図られるようにお願いをする次第でありま

す。 

 次に、福島第一原発事故の余波でございますが、いまだに国のほうでは終息宣言などという

ことをやりましたが、いまだに１６万人がふるさとに帰れない。避難生活を余儀なくされてい

るという状況でございます。 

 また、今度の衆議院選挙の中でも、脱原発、卒原発というような言葉が踊っておりますが、

中には原発がなくなったらどうなるんだというような挑戦的な候補者もおります。そういう

方々が、特に、原発がなくなったらば電気の需要が逼迫して日本経済がだめになるんだという

ようなことを言っておりますが、これは全くのうそです。日本にある５４基の原発が今停止し

ておりますが、その中で大飯原発だけが稼働しております。これは関西電力の電源がなくなる

ということで稼働したわけなんですが、実際には関西電力が発表した結果によりますと、大飯

原発を再稼働しなくても、ことしの夏は電力は間に合ったということがはっきりしております。

これは関西電力の報告です。 

 ２つ目は、原発を再稼働しないと電気料が倍になっちゃうよと。２０３０年までに大きく電

気料が上がって、国民生活に大変な問題が起きるんだと言っていますが、これも一部うそです。

というのは、その２倍に上げる計画は本当なんですけど、２０３０年までに原発再稼働して、

そしてやったとしても電気料は１.８倍に上がるんですよ。自分たちで上げようとする計画そ

のものは隠して、原発がなくなったら２倍になっちゃうんだよというようなうそをついている。 

 ３つ目は、原発をとめてしまうと、今、原発で働いている労働者が職を失って路頭に迷う。

失業者を多く出すんだ。大変なことになるよ。こういうおどかしをかけているんですが、これ

も全くうそです。今、原発五十数基が停止しておりますが、これを廃炉に持ち込むためには最

低でも数十年、５０年ぐらいかかるんですよ。問題の起きたチェルノブイリですね。あそこで

も実際に４,０００人ぐらいの人がいまだに働いております。したがって、廃炉にするために

は数十年間、今働いている人が一生懸命働かないと廃炉にできないんですよ。そういうのが原

発なんです。 

 したがって、原発をやめるということを決めて廃炉に持ち込むためにも、職を失うなんてい

うことはあり得ないということなので。問題は原発をやめて、代替のエネルギーを開発するほ
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うが、国民にとってより安全で多くの産業や雇用を生むことは明らかです。そういう意味で、

私は原発はなくすべきだと考えます。 

 現在、日本に５４基の原発がありますけれども、その使用済核燃料は青森県の六ヶ所村の処

分場と、１７の原発にある使用済み核燃料プールに置いてあるそうですが、青森県六ヶ所村は

既に使用済み核燃料を抱える容積は満杯だそうです。そして、１７ある使用済み核燃料プール

も７０％以上を抱えていて、原発を以前のように再稼働すれば、その使用済み核燃料を確保す

るプールはもうなくなってしまう。これが原発はトイレのないマンションだと言われるゆえん

であります。この１点だけでも、原発は日本で国民と共存することができない。こういう代物

であります。 

 そういう意味で、原発がなくなったら日本がおしまいだみたいなことを宣伝している人たち

がいれば、私はそれはうそだということで、原発を廃炉にすることこそ新しい日本の産業や雇

用が生まれるということを強く力説したいと思います。そういうふうに思います。 

 次に、先ほど答弁いただけなかったのは例えば野生生物、これが森林や遊休地がふえる中で、

例えば野生のイノシシですね、これはきょうの新聞でも８市町でイノシシを捕獲したが、放射

性セシウムが１２０を超えて基準を超えているということで、自家処分もだめだよというよう

な報道がなされております。これはもちろんそのとおりだと思いますが、こういうことになる

と、イノシシはとっても意味がないとなるわけですよね。そうすると、どんどんこれは増殖す

ることになりまして、私ども山に住んでいる人間にとっては、これは大変なことなんですよね。 

 そういうことなんですが、栃木市などでは新聞報道によりますと、市の鳥獣害対策の被害防

止計画というのがあるんですけれども、イノシシやハクビシンなどへの農作物の被害に対する

対策を市が講じているんですけれども、本市においてもこの有害鳥獣の被害対策の防止計画を

図っていただきたいと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  お答えいたします。実は既に平成２３年度に那須烏山市鳥獣害防

止計画書というのができております。その中には、イノシシしか今のところ入ってございませ

ん。平成２４年度中にハシブト、ハシボソカラス、鴨、ゴイサギ、キジバト等もその対象動物

として盛り込んで、この計画に基づいて捕獲作業をしていく。猟友会との調整も図りながらや

っていく予定でございますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  特に、今までの延長ではだめなんですよ。イノシシの肉は消費しち

ゃだめだというような流れになっちゃっているわけですから、そういう中でもやはり何からの

報償をつけないと、捕獲してもらえない。捕獲する猟師も高年齢化でどんどん減っているんで
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すね。したがって、せっかく中山間地で何とかみんなで農業をやりたい、再建したいと思って

いても、これに荒らされたら本当にやる気なくしますよ。私、実態をもって思うんですが、そ

ういうのはどういうふうに考えますか。このセシウムの関係と。 

○議長（中山五男）  堀江農政課長。 

○農政課長（堀江豊水）  イノシシ一つをとれば、その個体別の検査をした結果、御存じの

ように那珂川町の加工場へ持っていって加工できる可能性も出てくるかと思います。さらに、

猟友会のほうでわな等の設置、それから鉄砲での捕獲等もこれからもどんどんやっていただき

たいなと思いますが、食べるほうに関しましては個体別ですので、那須烏山市のイノシシが全

てだめだということにはならないと思いますので、それから、電熱線といいますか、それによ

る入ってこないようにするためのそれらの延長も何メートルか年次ごとに増やしていきまして、

被害の防止に努めていくという予定で計画がなされておりますので、その辺は中山間地域の皆

様方に広く啓発しながら、この事業を取り入れていただきながら自分の田んぼを守っていただ

きたいな、畑を守っていただきたいなと思います。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  それは全く認識不足で、私ね、田んぼに網をかけて電柵やっても、

網は突き破る、電柵は頭から入って毎日のように出入りするんですよ。だから、もうそんなも

のでは予防にはならないんです。捕獲する以外ないんです、これは、はっきり言って。そうい

う意味では、捕獲したものについての報償金をもっと上げてもらわないと、どうしようもない

よということを訴えたいんですが。市長、どうですか。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  個体別の検査ということでございますから、その１００ベクレル以下

のことも当然あるわけなので、そういったところは食用に供することができると思います。そ

の基準値を超えた後の処分が大変難しい課題が残ります。処分ができないということでござい

ますから、そういったこともありますから、この辺はやはりその補助制度もいいんですが、そ

ういった後の処理までやはり考えていかないと、この処理はできない。ただ、とりっぱなしと、

じゃあ、あとのそれはどうするんだということになりますので、総合的な対策というか検討が

必要かなと思っておりますので、ひとつそういうことを詳細に県あるいはそういったところと

も相談をかけながら対応していきたいと思いますので、ひとつ御理解いただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  とにかく冬場であっても、うちの周りの田んぼは毎日イノシシが、

たむろしているんですよ。本当に来ればわかるんだけど、すごい状況です。ぜひその対応をお

願いいたします。 
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 そういうことで、今度は防災士の話を進めたいと思うんですが、先ほど答弁の中で大分地域

の防災組織を組織化して、そういう災難に備える対策を強めているというお話を伺ったんです

が、実際にはどういう、小倉のやつはこの間、新聞報道で読んだのでございますが、ほかに市

内のそういう自治結社、組織で、こういう自主防災組織をつくって学習や訓練をされていると

ころが対策をとっているところがあるかどうか。そして、そういう中でやはりちゃんとした一

定の防災に対する知識を備えて、災害時にリーダー的な役割を果たせる。こういう防災士がや

はり必要かなというふうに思います。 

 しかしながら、この防災士はＮＰＯ法人の日本防災士機構というところがやられておりまし

て、受講するのにも１人６万円も受講費がかかるんですね。これが大きな負担となっているそ

うでございます。そこで、この資格認定機関の資格をとれば一番いいんですけれども、なかな

かこの費用がネックになっておりますので、それを緩和するような、しかしその地域の防災力

を高めるリーダーを養成することはできると、このように考えますが、その辺で危機管理室長

としてはどんなように考えるか。その辺、ちょっと御説明いただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  まず、自主防災組織に関しましては、私どものほうでもここ

のところ毎週それぞれの地域で防災訓練、またいろいろその災害に対する講話をお願いしたい

ということで、私だけでもできませんので、職員等にも出前講座その他対応させているような

状況です。 

 これらの状況がどういう単位で組織されているとか、どういう活動をしているか。恥ずかし

い話ながら、まだ私のほうでも全て把握できておりませんので、速やかにそれらの意向調査、

アンケート調査を実施しまして、状況を把握の上、私どものほうでもそういう活動ができてい

ないところを積極的に働きかけをしていきたい。そのように考えております。 

 また、防災士の関係でございますが、先ほど言われましたように、受講料が５万３,０００ 

円プラス登録料が８,０００円ということで、これ、資格をとりにいきますと２日程度必要な

んですが、６万１,０００円個人負担がかかります。先ほど出ましたように、これは国家資格

でも何でもありません。民間資格という状況があります。 

 しかしながら、この防災士の目指している理念は、やはり災害時において公的支援が到達す

るまでの被害の拡大の軽減とか、被災者支援の活動とか、自助、共助活動の訓練を先進的に進

めていただくとか、非常に地域における災害の対応に欠くべからざる役割、そういうものが身

につけられるものでございますので、私どものほうでも先ほど出たように、小山市と日光市、

さくら市、それらでの取り組み等ちょっと勉強させていただきました。 

 その中で、この日本防災士機構に全てお任せをして講習会をやると、１人頭先ほどの６万１,



平成24年第８回12月定例会 第２日 

－136－ 

０００円掛ける人数分の必要性が出てきます。ですので、例えば５０人でやりますと３００万

円かかってしまいます。ですから、あまり具体的に言ってしまうとあれなんですが、Ｓ市にお

いては地元で開催をして５０名の参加を得たわけなんですが、３００万円の支出がありました。

これは全て先ほど言った日本防災士機構へ講師手配からそのカリキュラムですね、これを委託

して開催したものでございます。 

 もう一つ別なＮ市においては、このカリキュラム等については講師を自前で各機関、団体、

講演内容とかを聞きますと、国の方とか公務員の方にお願いする部分が多いわけなんですよね。

そういうことで、講師の手配とかそういうものを自前で行いまして、カリキュラム等も自分た

ちで編成して、最低限のテキスト代とか登録代ですね、これは防災士機構に払う必要がありま

すので、それらのことで６０名参加者を募りまして総額８０万円で講座を行った。そのような

例を聞いております。 

 あともう一つ、一番楽なやり方は東京等で開かれております研修会へ派遣すればいいわけな

んですが、これにおいては往復の交通費とか宿泊費もばかになりません。先ほどの６万１,

０００円プラス宿泊費等かかれば７万、８万は楽にかかってしまうわけですね。 

 そのような状況もあります。ですので、これ、取り組み方によっては個人の負担も少なくて

済むのではないかなということでありますので、いろいろ研究をさせていただいて、やはり私

たちも必要なものだなというふうに感じておりますので、対応していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  ぜひお願いいたします。 

 次に、学校の防災マニュアルの徹底の問題でございますが、教育長の答弁のとおり取り組ん

でいらっしゃるということでございます。市民号等でも東北の災害地視察をしてまいりました

が、日ごろからちゃんと訓練をしたところと、そうでないところはやはり大きく被害状況が違

うということは明らかだと思いますし、また、子供たちが小さな子供を助けたり、弱い人を助

けたりという話も聞いておりますので、ぜひそういう防災の心を養うようなことで進めていた

だきたいなと思います。 

 次に、防災無線ですね。これについてはデジタル防災無線の方向で検討はされていると。し

かし、予算の関係上、なかなか進まないというようなことでございますが、ぜひこれについて

も高齢化がどんどん進んで、そういう情報が室内でないとわからない高齢者がふえてくるわけ

でございますから、なるべくそういう方向に沿って対策をとっていただきたいなと思うんです

が、これについても前向きに検討していただきたいんですが、こういうものを整備する場合に

は、総務省等の助成はいただけないんでしょうかね。何か対策がとれないんでしょうか。もし、
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御回答があればお願いいたします。 

○議長（中山五男）  清水危機管理室長。 

○危機管理室長（清水敏夫）  地域への情報伝達システムということで、今回の災害におい

ても最大の課題に上がったことでございます。これらについて、先ほども市長の答弁にありま

したように、地域情報化計画、今現在策定中でございますが、私のほうでも今現在、こういう

伝達システムにおいてはデジタル化へ移行等によりまして、従来の余った周波数帯等を有効に

防災面で活用しようということで、総務省においても非常に研究も進められておりまして、ま

た、私どものほうでも東京で行われました危機管理産業展とかそちらのほうへ、若い職員を連

れて勉強してまいりました。そうしたところ、全く私も最初はこれはデジタルの防災行政無線

に移行するほかないのかなと思いましたところ、非常にいろいろな情報伝達システムが今つく

られている。また、今後、ここ５年間の間に飛躍的にそれらの研究が進むだろうというような

ことで、話をされております。 

 また、そういう会社等に来ていただいて、私どものほうでも、私は機械音痴なものですから

若い頭のいい職員に勉強してもらいまして、どのようなシステムがいいのか。そういうような

ことで今そういう業者等から説明を受けたりしている状況でございます。 

 その中で、やはり今あるものも有効に使う。そのシステムの統合ですね。私どもも今、各担

当別にいろいろな情報伝達システム、健康福祉サイド、学校教育サイド、総務サイド、つくっ

ておりますが、ばらばらに運用しております。また実際、いざ災害が起きたとき、私どものほ

うでも防災行政無線の操作、防災メールの操作、職員の一斉招集メールの操作、全部別々のシ

ステムなんですよね。そういうのを研究していきますのでよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  まだまだお聞きしたいことがあるんですがね。あとまた質問の関係

上、そういうことでよりよい研究を進めながら進めていただきたいなと思います。 

 次に、ＪＲ烏山線の蓄電池車両の導入についてでございますが、同僚議員のほうでも質問を

しておりますし、私のほうでも前に質問しましたが、１つは２０００年度に１日の平均の乗車

人数は烏山駅で８０１人、大金駅で４０９人だったものが、１０年後の２０１０年には烏山駅

で５５０人、大金駅で３４３人ということで大きく減少しているんですよね。 

 そういうことを踏まえて、やはり何と言ったって、これは公共交通機関でございますので、

利用してこれを盛り上げてあげないとまずいのかなと思いますので、それの対応を市民運動と

してぜひ市長、取り上げていただきたいと思うんですが、よろしくお願いいたします。 

 次に、先ほどさまざまな質問があったんですが、答えがなかったかなと思うのは、烏山駅前
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の南側の空き地のような駐車場があるんですが、あれは整備する考えはあのままで使うという

考えなんでしょうか。 

 それと、烏山駅の北側ですね、踏み切りがありまして、踏み切りから先は線路をとっちゃっ

たんですよね。そこが空き地になっているんですけど、「たいらや」の入り口までのあの部分

を払い下げて、市の道路として活用してほしい。これは地元から非常に要望が高いんですけれ

ども、これについては可能なのかどうか。その点について簡単に御回答お願いしたいと思いま

す。 

○議長（中山五男）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  ２点についての御質問でございますが、まず、烏山駅南側のほう

ですね。駐車場につきましては、長期駐車する方に無料で貸し付けている駐車場でございます。

したがいまして、現在、総務課としては舗装をかけるとかそういう計画は持っておりません。 

 次に、２点目の「たいらや」前の昔のＪＲの軌道跡なんですけども、現在は軌道、いわゆる

レール等は撤去されまして、引き込み線として全く利用していない状況に見受けられます。し

たがいまして、ＪＲに将来の利用目的、また市と価格的に折り合いがつけば、市の払い下げ協

議には応じてくれるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  次に、大金駅関係の物産センターも更地にしてどうするかという点

については、地元で整備委員会を立ち上げて協議を図られるということでございます。ぜひ烏

山駅のほうにつきましても、そのような整備委員会みたいなものを立ち上げて、地元の盛り上

げを進めていただきたいなと思います。 

 とりわけ、これは相手があることなんですけれども、烏山の駅前にコンビニがあれば学生や

乗降客の安心安全の駆け込み場となってありがたいんだというような要望も強いわけなんです

が、そういうものも含めて市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  今、御指摘の整備検討委員会につきましては、烏山駅前整備とあわせ

まして検討委員会を立ち上げる予定でおります。官民挙げたいろいろな意見を聞いてまいりた

いと思いますので、ひとつ御理解いただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  次に、本市の緊急経済対策なんですが、国のほうでは４億５,０００ 

万円をかけて子育て、雇用に経済対策を盛り込むということでございますので、ぜひこれは御

検討いただきたいなというふうに思います。 
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 何よりも今の若い方々、本当に大変なんですよ。小泉構造改革のもとで結局製造業まで非正

規労働者が認められまして、今、若い方、２人に１人が非正規労働者ということで、１つの職

場ではとても生活できないということで、掛け持ちでやっている方、これは非常に多いという

ような状況でございます。ぜひそういう方々の生活を守るということでの対応をお願いしたい

と思います。やはり経済は国民の懐を暖めてこそ、消費購買力が生まれるわけでございますの

でお願いしたいと思います。 

 こども医療費につきましては、宇都宮市でも小山市でも今流れております。高根沢でもそう

いうふうな方向になります。県内でもそういう実情でございますので、ぜひこの点についても

前向きに御検討をお願いしたいと思います。 

 最後に、市長はこの議会が始まる所信表明の中で、成田氏が烏山城の初代城主みたいなこと

を言ったんですが、それはとんでもない誤解だというふうに思います。初代は那須資重という

城主で、これは前にも言ったとおりなんですが、豊臣秀吉に大田原市の佐良土に改易された那

須資春公までの代々の関東八屋形を努めた那須宗家が務めたのが烏山城です。そのあたり、織

田信長の次男の信勝が来て、成田氏が来て、そして江戸時代には江戸幕閣の重臣がずっと代々

務めたというのが烏山城なので、もっと誇りを持ってください。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（中山五男）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  初代成田氏とは言っておりません。いやいや、間違いなく言っており

ません。「のぼうの城」を今、上映中でございますから、その中で成田氏と言っただけで、間

違いなく初代ということは言っておりませんので、それは承知をいたしております。信勝が

２代目でね、城主だったということも承知しておりますので、十分承知しておりますので御理

解いただきたいと思います。 

○議長（中山五男）  以上で、１７番平塚英教議員の一般質問は終了いたしました。 

 ここで、農政課長より、けさほどの久保居議員質問の中の営農集団の農業経営状況、利益が

上がっているのかということについての具体的な答弁がありますので、お聞きいただきたいと

思います。 

○農政課長（堀江豊水）  お疲れのところ済みません。久保居議員の２つ宿題が残っていま

したので、就農者の平均年齢といいますか、年齢対象ですが、６０歳以上を考えますと７１％

でございます。６５歳以上の就農者を考えますと５３％という数字になります。 

 それと、集落営農に関しまして、集落営農が始まる前と集落営農を実施した後の収益の状況

についての比較でございますが、耕す田畑は同じですので収入に関しましては変わりはないと

いう代表者のお話を聞きました。ですが、先ほど申し上げましたように、肥料の一括購入とか
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あと共同作業等による人的な削減を考えますと、支出のほうで１割ぐらい減しているでしょう

ということですので、集落営農をやったがために、収入はふえませんが支出が減っているとい

うような状況ですので御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（中山五男）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は明日

１２月７日午前１０時から開きます。本日は、これで散会をいたします。御苦労さまでした。 

［午後 ４時４９分散会］ 


